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○松本部会長 それでは、定刻になりました。神田委員は少し遅れて出席されるという御

連絡を受けております。ただいまから「国民生活審議会消費者政策部会」を開催いたしま

す。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日は、景品

表示法及び特定商取引法への消費者団体訴訟制度の導入に伴う消費者契約法上の論点につ

いて報告を行うとともに、前回に引き続きまして、独立行政法人国民生活センターの在り

方について議論を行いたいと思います。 

 それでは、まず、議題１の「景品表示法及び特定商取引法への消費者団体訴訟制度の導

入に伴う消費者契約法上の論点について」に移らせていただきます。事務局より御説明を

お願いいたします。 

○加納消費者団体訴訟室長 それでは、お手元の資料１に基づきまして御説明したいと思

います。「景品表示法及び特定商取引法への消費者団体訴訟制度の導入に伴う消費者契約

法上の論点について」ということでペーパーをまとめておりますが、これは、この消費者

政策部会の下に設置されました消費者契約に関する検討委員会におきまして、１月、２月

にかけまして議論をいただきまして、その議論の状況を取りまとめたものであります。 

 １のところからですが、最初に書いておりますのは、現内閣において「国民本位への行

財政への転換」というものが政策の重要課題として位置づけられ、各省庁縦割りになって

いる消費者行政を統一的・一元的に推進することというのが、今の国会における総理大臣

の施政方針演説でも述べられていることを指摘しております。 

 ２段落目では、景表法及び特商法への消費者団体訴訟制度導入は極めて有益と考えられ

るところですが、その際、上記のような消費者行政の統一化・一元化の要請を踏まえつつ、

申請者である消費者団体及び認定後の適格消費者団体の事務負担を軽減し、行政コストの

効率化を図るとともに、事業者の過大な応訴負担や訴訟不経済といった弊害を可及的に排

除するという観点から制度設計することが適当というふうな形で総論的に述べております。 

 ２番では、それら３つの法律はいずれも消費者取引の適正化により消費者の利益を擁護

しようとするものである点で共通していること、それから、認定要件に関しまして、「目

的及び活動実績」の要件についても、今、消費者契約法の規定の中では、「不特定かつ多

数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うこと」というふうにあるわけですが、そ

の規定の中に景表法及び特商法上の不当行為を抑止するための活動を読み込むことができ

ることなどを踏まえますと、認定監督及び訴訟手続を消費者契約法に一本化すべきである。 

 その具体的な内容は、消費者契約法に基づき内閣総理大臣により認定された適格消費者

団体が、景表法及び特商法上の差止請求権をも行使することができるとする。そして、そ

れらの差止請求権の行使につきましては、実体法規である消費者契約法４条等の解釈にゆ

だねるのはもとより、現在の消費者契約法 12 条５項２号、これは同一事件に関する請求権

の制限について規定している規定ですが、そういった規定、あるいは 44 条、移送に関する

規定、45 条、弁論の必要的併合に関する規定がありますが、そういった規定の解釈・適用



 

 - 2 -

による規律にゆだねることとするのが適当と考えられるというふうにしております。 

 ３番目ですが、こうした場合、消費者契約法により認定された適格消費者団体が景表法

及び特商法上の差止請求権を行使し得るということになるわけですが、その点につきまし

ては、認定・監督の適切な実施・運用を図るという観点から、内閣総理大臣から公正取引

委員会及び経済産業大臣に対する意見聴取に関する規定を設けるなど、行政機関相互の連

携を図るとともに、適格消費者団体による差止請求権の行使状況について、情報共有をす

るための措置を講ずるのが適当というふうにしております。 

 ４番は、以上の検討を踏まえて、消費者行政を統一的・一元的に推進する観点から、消

費者契約法にも所要の措置を講ずることにより、消費者利益の擁護に資する制度とすべき

というふうにしております。 

 参考としまして何枚か付けておりますが、参考１は現在の消費者団体訴訟制度のイメー

ジ図です。 

 参考２は、現時点で適格消費者団体として認定されている５団体がありますので、左か

ら、消費者機構日本、一番右の消費者ネット広島というところまで５団体認定されており、

それぞれの活動状況としては、例えば、消費者機構日本においては、不動産業者へ原状回

復義務の特約に関する申出等を行っているといったことを書かせていただいております。 

 最後の参考３としまして、今回の一本化の案についてイメージ図として書いておりまし

て、左の方の差止請求対象となる行為の拡大というところでは、現状としまして、内閣総

理大臣が認定した適格消費者団体は、消費者契約法上の不当な行為に関する差止めをする

ことができるとなっているだけですが、法改正をしまして、景表法及び特商法上の不当な

行為に関する差止請求をも行使できることとする。 

 右の方ですが、認定手続に関しましては、内閣府における一本化を果たすということで

して、申請団体は内閣府に申請をする。内閣府において、公正取引委員会及び経済産業省

から意見を聴取するなどしまして、行政機関相互の連携を図りつつ、認定、不認定の決定

を行って結果を通知する。また、消費者及び事業者を含めた一般国民の皆様に対しては、

内閣府から一元的に適格消費者団体に関する情報を提供するということで、いわゆるワン

ストップ窓口を果たすといったことを考えております。 

 以上でございます。 

○松本部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局の御説明につきまして、どう

ぞ、質問がございましたら、お出しください。 

 特にございませんようでしたら、次の議題に移らせていただきたいと思います。議題の

２でありますが、「国民生活センターの在り方の検討」ということでございます。まず、

資料２に基づきまして、事務局から御説明をお願いいたします。 

○高橋調査室長 資料２で、「生活安心プロジェクト（行政の在り方の総点検）」、総合

企画部会の方で検討しております検討状況を御紹介して、消費者政策部会の議論に御参考

になればということで説明させていただきます。 
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 「生活安心プロジェクト」は総合企画部会の方でやるということで総会で決まりまして、

ただ、消費者政策部会の協力を得つつということになっておりますので、最初に始まった

ときも御紹介したと思いますが、大分議論が進んできておりますので、今回、御紹介する

ことにいたしました。 

 見ていただきたいのは、まず、３ページ目のスケジュールです。12 月 27 日、昨年末に、

５分野でワーキングにおいてヒアリングを各省に対して行ってきまして、その中間結果を

受けて、総合企画部会として、今の行政の在り方として、横断的な課題というのは 11 ぐら

いあるのではないかというのを整理したところです。その後、11 の課題を適宜議論を行っ

ておりまして、例えば、１月 28 日のときには、人材・組織の在り方、審議会・パブリック

コメントの在り方、それから、昨日になりますけれども、第４回ということで、民間登録

機関、あるいは情報窓口の在り方ということを議論いただいております。それから、ワー

キングそれぞれの個別分野の状況ということで御紹介をいただいておりまして、昨日は「食

べる」ワーキングから御報告をいただいたということで進んでおります。 

 ４ページ目はワーキングの検討状況について付けておりますので、参照していただけれ

ばと思います。 

 今、総合企画部会で一番議論しているのは、別添１に付いておりますけれども、「消費

者・生活者を主役とした行政への転換の必要性」という、なぜ今、消費者・生活者を主役

とした社会、あるいは行政に転換しなければいけないのかという、言ってみれば行政の総

点検のイントロダクションというか、理念というところを数回に分けて議論しておりまし

て、ちょうど昨日の議論はそれを成文化したものを出しておりますので、それを付けさせ

ていただいております。 

 基本的な考え方は、余り詳しく御紹介できませんが、消費者・生活者を主役とした社会

というのが今の日本としては必要だということなんですけれども、それを支える消費者・

生活者自身、あるいは家族、職場、地域ということでも、家族、職場、地域については特

につながりを弱めているということで、なかなかそういう社会を支え切れていない。そう

いう中で、行政、あるいはそれぞれの主体がどういうふうにかかわっていくべきかを考え

て行政のあり方を方向転換する必要があるんだろう。 

 そうした場合、行政の在り方としては、１つは、グローバル化のような要因から出てき

ているリスクに個々人が直接さらされているのではないか。そういうリスクに対して、個

人、あるいは民間だけでは制御し得ないリスクに対して、予防、軽減、除去という役割を

行政は担ってきているのではないか。あるいは消費者・生活者が、価値観が多様化、生活

スタイルも多様化しているということを勘案すると、いわゆる標準モデルで政策立案をし

ていくということであると、個々の消費者・生活者の思い等、あるいは置かれた状況とそ

ごを来しているんではないか、行政の在り方とそうした問題点が出てきているのではない

か、ということで整理しております。特に行革との関係で、８ページ目に付けていますの

で、ごらんいただければと思いますが、一番下に、消費者・生活者から見て対処を要すよ
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うな課題に行政が実効的に対応できるという「実効性」という部分が観点として抜けてい

たんではないか。こういう観点から、行革の在り方も考えていったらどうかというふうに

整理をしております。 

 最終的には、９ページ目の一番下になりますけれども、基本的な視点として、消費者・

生活者を起点とした発想に転換するとともに、消費者・生活者を主役とした社会の構築を

積極的に支援していくということと、現在の制度では声を拾えないような層を重視しつつ、

開かれた制度を構築すること。それから、多様な価値観、あるいは、いろんなリスクに対

応するということで、専門性、あるいは権限、責任に裏打ちされた実効ある体制にしてい

くということ。そして、いろんなリスクに対して、柔軟かつ迅速・機敏に対応できる仕組

みというのが必要ではないかということで、この方向の中で何が行政の体制として必要か

というのを、この総点検で提案していく、ということで整理されております。 

 先ほど個別の課題について議論していると申し上げましたが、14 ページ以下のように部

会に主査の連名で出されております。総合企画部会における議論を踏まえて、また修正が

される予定ですけれども、一応、参考までに付けさせていただいております。消費者政策

部会とかかわるような部分としては、例えば、15 ページの真ん中ぐらいに２のイというと

ころがありますが、各省庁が所管している消費者政策についても、国民生活審議会で審議

してはどうかというような提案、あるいはニのところで、国民生活審議会で消費者・生活

者関係の予算等の優先順位をつけてはどうかというような提案がされております。 

 ちょっと飛んでいただいて、18 ページ目になりますけれども、パブリックコメントにつ

いては、上の方のハですけれども、消費者にとってわかりにくいとか、どういう問題点が

あるかというのがわからないという話が出ておりますので、消費者・生活者への悪影響を

明示することを義務化してはどうかというような提案がされていますし、真ん中ぐらいの

ロですけれども、消費者・生活者の声を代表する団体に対しては、行政の側から意見提出

を求めるということをしてはどうかという提案がされております。 

 次に、21 ページ目が公務員の意識改革、人材・組織の在り方ということですけれども、

21 ページ目の上の方ですが、例えば、国民生活センターなどでの実地研修を含めた研修を

義務化してはどうか。あるいは、人事評価に消費者・生活者に貢献できたかというのを入

れていったらどうか。あるいは、長期研修先として、消費者団体、ＮＰＯなどを追加して

はどうかというような点が入っております。 

 最後に、情報窓口の話を昨日しましたが、27 ページ、最後のページになりますけれども、

情報窓口のワンストップ化をした方がいいんではないかという提案で、大きく言うと３つ

ぐらいの類型に分けてワンストップ化を図ってはどうかという提案がされております。１

つは消費者関連、それから、働くという関連、それ以外の暮らし関連というような３つを

考えて、そのワンストップの窓口の既存の情報窓口のネットワーク化を図っていくという

ような仕組みがいいんではないかという提案をされております。 

 それとともに、事故情報については、消費者だけではなくて、各省庁、病院とか保健所、
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警察、もろもろの機関から事故情報が吸い上げられるという形で情報のマッチングができ

れば、事故の状況の把握が迅速化できるということで、そういうマッチングのシステムを

一緒に考えてはどうかというような提案がされているところです。今は途中の段階ですの

で、今後、３月をめどに取りまとめということになっております。順次議論したものを更

に精査しながら報告書の取りまとめをするというような進め方をしておりますので、また

御紹介の機会があればしたいと思っております。 

 あと、参考ですけれども、資料３、前回、韓国消費者院のパク院長に来ていただきまし

て、委員の方々から質問が出ておりましたので、事務局で聴取した限りの内容を付けてお

りますので、後ほど御参照いただければと思います。 

 併せて、日本女子大学準教授の細川先生と、前回、パク院長と一緒にいらっしゃってい

ましたリ・ジョンイン（李種仁）さんの了解をいただきまして、韓国の消費者基本法の全

訳を提供いただいておりますので、添付しております。御参照いただければと思います。 

 私からは以上です。 

○松本部会長 ありがとうございました。 

 続きまして、私の方で、「国民生活センターのあるべき姿に関するに関する論点案」と

いうものを整理いたしましたので、資料４に基づきまして事務局から説明をお願いいたし

たいと思いますが、その前に、西局長より一言お話があります。では、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○西国民生活局長 実は、昨日の総合企画部会において、佐々木会長が御出席をされて、

消費者行政推進会議との関係について御発言がありました。この消費者行政推進会議とい

うのは、皆様方も新聞等で御承知かと思いますけれども、今回、内閣官房に設置され、総

理の提唱されておられる消費者行政を統一的・一元的に推進するための強い権限を持った

新しい組織をつくる、その組織について検討を行うという会議でございまして、これは実

は佐々木会長が座長を務められることが決まりまして、この部会からも、松本部会長を初

め幾人かがメンバーになっておられますけれども、そこでの議論につきまして、国生審と

の関係について御発言があったわけでございます。 

 その際に申されたのは、この消費者行政推進会議では、国民生活審議会の議論を踏まえ

ながら、消費者行政の一元化について議論を進めていく予定にしている。この国民生活審

議会の議論というのは、先ほど説明いたしました国民目線の総点検、総合企画部会の議論

と、それから、この消費者政策部会での国民生活センターの在り方について、その議論を

踏まえながら議論を進めていく。国民生活審議会と消費者行政推進会議、いずれもが福田

総理が施政方針演説で述べられた新しい社会を実現する上で重要な課題なので、ともに全

力で取り組んでいく必要があるので、よろしくという御発言がありました。最後に、国民

生活審議会と消費者行政推進会議のすみ分けについて御発言がありまして、この国生審の

議論においては、行政の在り方として、そうした組織の在り方とか、消費者行政の一元化

の意義について言及することについては差し支えないけれども、ただ、統一的・一元的に
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推進するための強い権限を持つ新しい組織について、具体的な組織論まで踏み込むことに

ついては、一歩、控えていただくようにお願いしたい。そこについては消費者行政推進会

議で行いたいと思っているので、お互いの役割分担について、よろしく御理解を賜りたい

という御発言がございましたので、御紹介申し上げます。 

○松本部会長 ということでございますので、国民生活センターの在り方に関する議論に

おきましても、今の佐々木会長の発言を少し踏まえて御発言いただきたいと思います。 

 それでは、資料４に基づきまして、事務局から説明お願いいたします。 

○高田消費者調整課長 それでは、お手元に資料４「国民生活センターのあるべき姿に関

する論点案（部課長メモ）」があると思いますので、こちらを御説明させていただきます。 

 最初に○が２つございます。新しい消費者行政の体制の中で、国民生活センターはその

中核的な機関としていかなる役割・機能を果たすべきか。次の○でございますが、今後、

今まで以上に期待される役割としては、下記３点が考えられないか。１つ目が、消費者問

題に関するワンストップ・サービス拠点としての役割。２つ目が、市場の監視役としての

役割。３つ目が、現場情報の政策への反映ということで、以下、この３つを中心に整理さ

れております。 

 １番目の「消費者問題に関するワンストップ・サービス拠点としての役割」として、（１）

でございますが、「消費者から見てわかりやすい窓口システム」。消費者に対する相談窓

口が各省庁にさまざまに設置されているところでございますが、新組織の一元的窓口を設

置することが検討されておりますが、国民生活センターに設置することが適当か。また、

設置する場合、苦情相談機能と一元的窓口との関係をどう考えるか。また、今般の冷凍ギ

ョーザによる中毒事件を見ても、情報の集約の一元化という視点が重要ではないかという

のが１番目でございます。 

 ２番目でございますが、「苦情相談・あっせん等の消費者トラブル解決」といたしまし

て、複雑化する消費者トラブルの解決能力の向上のために、経営相談の充実、相談員の能

力向上のための研修の充実等が必要ではないかというのが２つ目でございます。 

 （３）でございますが、「消費者への情報提供」としまして、積極的に消費者教育の充

実を図る必要があるのではないか。 

 ２番目が、消費者にとって必要な情報が把握できるように情報提供を充実していくため

には何をすべきか。特に危害・危険情報を消費者全体に知らせていくためには何をすべき

か。 

 ３つ目でございますが、「消費者の自立支援」に向け、国民生活センターは、消費者団

体との連携及び活動への支援を行うべきではないかというのが一番最初のまとめでござい

ます。 

 次の項目といたしまして、「２．市場の監視役としての役割」が挙げられております。 

 （１）でございますが、「消費者問題に関する情報のハブ機能の強化」といたしまして、

ＰＩＯ－ＮＥＴ等による分析の充実強化が１番目でございます。ＰＩＯ－ＮＥＴ等につい
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ては、迅速な情報収集のために抜本的なシステムの改善を進めることが必要ではないか。 

 次は、各省へのＰＩＯ－ＮＥＴの設置が進んでおりますが、国民生活センターへ各省の

情報が集まるように進めていくことが必要ではないか。情報を一元的に収集するためには、

各省庁それぞれの情報収集、活用目的を踏まえつつ、フォーマット等の統一を図ることが

必要ではないか。 

 ２つ目の○でございますが、法執行との連携、政策立案の反映に向けた分析力の強化が

必要ではないか。このためには、ＰＩＯ－ＮＥＴ等の情報等分析に加えて、消費者問題に

関連の深い業界等に関する分析も必要ではないか。 

 次の○でございますが、事故情報データバンクやトラブルメール箱等の消費者からの情

報提供を被害の未然防止・拡大防止に生かしていくために必要なことは何か。 

 以上が（１）でございます。 

 （２）といたしまして、「商品テストの機能の充実強化」でございます。我が国におい

て必要な原因究明が実施されるために、どのような商品テスト機能の充実が必要か、ある

いは他機関との連携をどのように進めていくべきかというのが２でございます。 

 ３の「現場情報の政策への反映」が次でございます。「（１）法執行等との連携」とい

たしまして、消費者からの相談・苦情窓口と法執行が密接に連携していくことが必要では

ないかということで、新しい組織が法執行機能を持つ場合、国民生活センターが立入調査

権等の法執行機能を担うことも考えられるのではないか。 

 新組織が法執行部門を持たない場合、ＰＩＯ－ＮＥＴ等の情報を有効活用するためには、

どのような権限が必要か。必要なときに勧告権等の権限が速やかに行使されるにはいかに

すればよいか。 

 （２）が「政策立案への反映」でございます。現場情報を集約して政策に反映させてい

くためには、国民生活センターはどのような役割を果たしていくべきか。 

 商品テストの結果を消費者安全行政にどのように反映していくか。 

 以上が３でございます。 

 ４以下が、大きい３点に加えられておりまして、４が「被害救済機能の強化」でござい

ます。被害者の救済等を考えれば、父権訴訟制度ですとか、違法収益の吐き出し制度の創

設というのが考えられるところでございますが、こうした機能を国民生活センターが担う

ことも考えられるのではないかというのが４番でございます。 

 ５番目が「消費生活センター等とのネットワークの中核的な機関」でございますが、国

民生活センターが上記の役割を果たすためには、地方の消費生活センターとの緊密なネッ

トワークによる連携が不可欠でございます。そのため、消費者にとって最も身近な機関で

ある消費生活センターの活動をどのように活性すべきか、国民生活センターとして積極的

な支援ということが考えられるか。 

 ２つ目の○でございますが、市場の監視機能を働かせるために、国民生活センターだけ

ではなくて、消費生活センターの役割も重要ではないか。このためには消費生活センター
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の在り方も変化していくことが求められるのではないかというのが５でございます。 

 「その他」といたしまして、国際的な連携として、国境を越えた消費者問題が生じるこ

とを考えれば、国際会議への出席等、国際的な連携も積極的に行うべきではないか。 

 以上が資料４の説明でございます。 

○松本部会長 ありがとうございました。これに基づいてこれから議論をしていただくわ

けですが、それぞれのテーマごとについての御議論に入る前に、まず、こういう論点の立

て方でいいのか、もっと論ずべき論点があるのではないかといった、全体的な観点からの

御指摘をいただきたいと思います。どうぞ御自由に御発言ください。佐野委員。 

○佐野委員 国民生活センターの法執行の問題とか父権訴訟というのは非常に難しいので、

先ほどの佐々木委員長のお話のように、今ここでは論じない方がいいのではないかと思い

ます。非常に難しいのではないかと思うのは、国民生活センターが実際にどのような位置

づけになるのかわからないうちから、父権制度だとか執行などについて検討することは困

難なので、もう少し先送りして、現段階では入れない方がいいのではないかなと思います。 

 それから、一番最初の１行目に出てくる「新しい消費者行政の体制の中で」というのは、

何を指して新しいと言っているのか、よくわからないのでご説明下さい。 

○松本部会長 これから議論される中で出てくるであろうということになります。つまり、

それが決まっていないのに議論できないではないかというのが非常に複雑なジレンマだと

は思うんですが。 

○佐野委員 今後、新しい組織がどうなるかわからないときに、国民生活センターの在り

方を論ずるのが非常に難しいと思います。今まで、いろいろ、ころころ変わってきました。

私たちも混乱している中で、今、どういう形で国民生活センターの在り方を論じたらいい

のかというのがよく見えないんです。どうしたらいいのかというのは、委員の皆さんの御

意見をお聞きたいんですけれども、私は今までここでいろいろ話し合ってきた国民生活セ

ンターの機能をもっと強化することで、それ以外の機能を検討するのが、困難かなという

ような気がしています。 

○松本部会長 わかりました。ほかの委員の方からも。山本委員、どうぞ。 

○山本委員 総論のところであまり発言するつもりはなかったのですが、先ほど局長の方

から御発言のあった組織論のことについて、確かに佐々木会長のおっしゃるとおりだと思

うんですけれども、私の理解では、各論の中で、国民生活センターの組織論は若干議論し

た方がいいのかなと思います。例えば、立入権限というようなことが資料の中で出てまい

りますけれども、それを議論するためには、組織論は当然連動してきます。だから、そこ

は、あまり制限的にやっても仕方がないので、その範囲では議論した方がいいかなと思い

ます。 

 それから、父権訴訟と収益剥奪の問題がありましたけれども、これは私の理解では、現

在の独法の組織でもやれる話である、不可能ではないと思いますので、最初からそれを論

点から除くというよりは、やはり検討はした方がいいのかなと思います。確かに簡単な制
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度ではありません。しかし、検討してみて、やはり無理だなと思えば、そこで撤回すれば

いいし、可能性が見えてくれば実行すればいいことなので、最初から論点から外すという

ことはもったいないような感じがいたします。 

○松本部会長 先に沢田委員、どうぞ。 

○沢田委員 全体に関して３点ほどあります。まず１点目は、今のお話の続きでございま

して、父権訴訟のような話というのは、今次の消費者政策部会が始まってから初めて出て

きたような気がします。それが取り上げられたことは非常に歓迎すべきことではないかと

思います。組織論との関係はよくわからないところもありますが、必ずしも国民生活セン

ターが担うということでなくても、そういった制度なり仕組みが必要だということに関し

ては、ＰＩＯ－ＮＥＴの情報を持っているからこそ言えることというのもあると思います

ので、これは検討に加えていただきたいというのが１点です。 

 ２点目は、むしろ質問なのですが、昨年の暮れまでの段階では、国民生活センターの担

うべき役割として、直接ＡＤＲ、紛争解決機能をというのがありましたが、今回のペーパ

ーでは、それはもう考えなくていいということでしょうか。 

 ３点目は、最後の「その他」に落とし込まれてしまった国際のところが２行しかなくて、

ちょっと寂しいのではないですかという感想です。 

 以上です。 

○松本部会長 別にＡＤＲ機能を特にやらないというわけではなくて、当然、従来の議論

の延長上ですから、被害救済機能のところに入れるか、あるいは相談、ワンストップ・サ

ービスの延長上に位置づけるか、どちらかの方向から入れるかということになるかと思い

ますが、論点として当然議論していただきたいと思います。 

 水巻委員、どうぞ。 

○水巻委員 国民生活センターの権限とか機能を強化することについては、すべての方が

賛成していると思います。しかし、先ほど佐々木会長の言われたように、新しい組織形態

に触れないでほしいとなれば、現存のセンター内でどうできるかという発想しかできない

のです、正直なところ。例えば、私などは個人的には、センターを発展的に解体して、も

っと新しい組織をつくって、そして権限を持たせてみればという気持ちも持っているわけ

です。しかし、それはちょっと待ってほしいということでしょう。そうすると、具体的に、

現在の組織の中で権限強化ができるのはどういうことなのか。例えば、立入検査をすると

か何とか、そういうような議論にとどめるべきなのか。それが第１点です。 

 それから、今、国民の関心の高いのは中国のギョーザの中毒問題です。この事件につい

て、国民生活センターはどのように関与して、どういう情報を取ってきたのか、その辺を

発表してほしいのです。そうしないと、場合によっては、国民生活センターが具体的に関

与しないで、何もしていないとすれば、国民生活センターの在り方そのものにかかわって

くるのではないかと、そういうふうに思います。 

○松本部会長 では、田口理事。 
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○田口国民生活センター理事 今回のギョーザ事件への国民生活センターの関与ですが、

ギョーザ事件の問題につきましては、第１報は、例えば、千葉の例でございますと、地元

の保健所に連絡があり、その後の状況については、新聞等で触れられているとおりでござ

います。相談者の方は、その後 1 月に入って千葉市の消費生活センターにその問題につい

て、保健所やメーカー以外に申し出先があるかというような御相談をされております。そ

の相談情報については、ＰＩＯ－ＮＥＴを通じて事後的に国民生活センターにも伝わった

ということでございます。 

 また、この問題が１月の末以来、報道等されまして、同様の相談等が各地の消費生活セ

ンターに寄せられておりますので、その情報については速やかに国民生活センターに御連

絡をいただいて、ＰＩＯ－ＮＥＴのシステムで把握できる相談情報、これは速やかに国民

生活センターで集約し、それらを内閣府を通じて関係省庁にも御報告をしているという状

況でございます。 

 それから、この問題が起こりましてから、消費者の方々が大変御心配をされている。自

宅の冷蔵庫にある冷凍食品が問題の商品に該当するのかどうか、そういうような御心配を

持たれておりますので、国民生活センター自身も相談をお受けしている。これはウィーク

デーは勿論でございますが、週末の土日、休日も含めて相談に応じておりす。 

 さらに、国民生活センターとしては、この問題に関する情報をできるだけ集約していく

ということです。全国の消費生活センター以外も含めた相談窓口がどんなふうになってい

るか、また、各社の製品で回収対象商品はどんなふうになっているか、それから、政府と

して、どういうことを今、やっているのか。こういう相談窓口情報、回収情報、行政の対

応情報、これらを幅広く消費者の方々にも知っていただこうということで、国民生活セン

ターのホームページを開いていただきますと、まず真っ先にこの問題に関する専門のコー

ナーを最も目立つ形で設けておりまして、そこから入っていただくと、必要な情報がすぐ

にわかるような形で、この問題が起こってすぐにそういうコーナーを開いてございます。

このコーナーでは、国民生活センター自身が提供している情報はもとより、関連機関が提

供している情報も総合的に消費者の方々に知っていただけるような形で情報を提供すると

いうことで、その情報については常時リバイズをしております。 

○松本部会長 水巻委員。 

○水巻委員 ありがとうございました。そういうふうに国民生活センターが非常に対応を

やっているというのはよくわかったのですが、その中で、何が足りないのか。それから、

情報を国民に流す場合、こういうふうにやれば情報がもっとうまく伝達できたのではない

か、そういうことを分析しながら、国民生活センターの強化策とか、権限をどういうふう

に持たせるとか、そういうことを議論すればいいんではないかと私は思っております。 

○松本部会長 どうぞ、齋藤委員。 

○齋藤（憲）委員 まず、国民生活センターは独立行政法人ですけれども、これをこのま

ま独立行政法人として考えるのか、という問題が１つあると思います。形はともかくとし
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てですね。例えば、立入調査権とはどのようなものをイメージされているのかわかりませ

ん。現在でもいろいろな官庁機関がこの種の機能を持っています。それと独立行政法人で

あるこのセンターがどのような関係になるのかという点が不透明でわかりません。 

 それから、国民生活センターには充実していただきたいと思っているのですけれども、

ここにありますような、例えば、被害の救済機能の強化に関する父権訴訟制度とか、違法

収益の吐き出し制度というものについては、もう少し用語の定義をはっきりし、皆が同じ

イメージを持って話し合うということでないといけないのではないかと思っています。例

えば、違法収益が何であるかというのは、委員の間でかなりイメージが違う可能性がある

と思います。 

 それから、もう一つ、現在でも、それぞれの行為について、例えば、行政制裁とか刑事

罰とかが付いているものがあるわけです。それとの関係をどうするのだとか、どう理解す

るかというような課題があり、それを整理した上でこれを検討テーマに挙げるかどうかと

いうことになるのではないでしょうか。これを検討し出すと、かなり広範な法制度の議論

が要るような気がするので、このメンバーで本当に足りるのかとかいうようなことも考え

なければならないと思います。。 

 いずれにしても、国民生活センターの現在のパワーからすると、かなりのものを期待さ

れているし、私も期待したいのですけれども、相当ジャンプをしており、今まで検討して

いないものが一遍に入ってきたので、ちょっと目がくらんでいるというのが実感です。 

○松本部会長 今の点については、そういう制度をつくるかどうかという議論ではなくて、

もしそういう制度ができたとすれば、国民生活センターが一定の機能を担うということが

考えられるかどうかという感じです。例えば、それ以外でも、調査権限にしろ、何らかの

実体法的な根拠が必要なわけで、どういう場合にどこが調査をできるという、そういう調

査権限を与えるという法制度ができたとして、国民生活センターにそれを行使させるのが

適当かというふうに議論していただいた方が、仮定の話に立った上で議論ということです

から、ちょっとやりにくいとは思いますが。したがって、従来、国民生活センターの枠組

みの中でやってきたことについて、それを一層実効的に強化していくためにはどうすれば

いいかという議論は非常にやりやすいので、そこはきちんとやっていただきたいわけです

が、その上で、例えば、たまたま書き漏らしておりますが、裁判外紛争解決機能というの

は今ないわけですが、そういうのを新たにどこかの機関に与えるという場合に、国民生活

センターとして、それを担わせるのが適当かどうかという感じです。 

○堀田大臣官房審議官 ＡＤＲは法律出しませんね。 

○松本部会長 そっちの方はもう決まっていましたか。ごめんなさい。失礼しました。ち

ょっと議論が混同しておりました。したがって、ここには出てこないのは、そういう意味

では当たり前ですが。 

 従来のやってきた機能を強化するという観点の議論と、もう一つ、恐らく従来の国民生

活センターの仕事の中から、今はやっていないけれども、更に期待されている機能という
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のがあるであろうということで、それについても少し論点として挙げて議論すべきではな

いかという感じです。 

 ただ、国民生活センターの上にくるといいましょうか、行政機関として、どのようなも

のが上部団体、上部組織として来るのかがまだはっきりしないという段階ですから、やり

にくいというところはあるんでしょうが、どのような形の行政機関になるにせよ、国民生

活センターという今までの組織をより期待されている方向で充実させるとすれば、こうい

うのが１つ考えられるのではないだろうかという感じの御議論かと思います。したがって、

実際は採用されないという結論になるのかもしれないですが、この部会としては、国民生

活センターの従来の仕事の延長上で期待されているような姿を議論して、それを提起すれ

ば、行政組織全体の議論にも少し参考になるのではないかと、そういう感じを持っている

んですが、いかがですか。 

○西国民生活局長 少し原点に戻りますけれども、国民生活センターの在り方を検討して

ほしいと急遽お願いしたのは、総理の御発言というか、総理からの御依頼だったんですね。

その総理の御依頼は、この前も発言の内容を御紹介しましたけれども、正確には覚えてい

ないのですが、10 年、20 年先を見越して、消費者行政の中心的な存在となるような形で国

民生活センターの在り方を見直してほしいと、そういう御発言をされたと思います。要す

るに、国民生活センターがなくなるとか、そういう前提ではなくて、国民生活センターが

新しい組織といいましょうか、上にどういう組織が来るかどうかはともかくとしても、と

にかく国民生活センターが中心的な存在として、そういう活動をするとした場合の理想的

な姿というのを考えてほしいと、そういう御趣旨で御依頼があったというふうに私は理解

しております。先ほど組織論にあまりこだわるなと言われたのは、例えば、公取と統合し

た方がいいとか、何省の下でやった方がいいとか、そこまでの議論には踏み込まないでほ

しいということで、国民生活センターが将来的にどう機能強化とすべきか、中心的な存在

となるべきかという、そういう形で議論してほしいという御依頼だったと思いますので、

再確認のために御発言させていただきました。 

○松本部会長 という趣旨でございます。山本委員、どうぞ。 

○山本委員 すみません、たびたび。私としては、作用論、機能論から入るというのは非

常に正しいアプローチだと思うのです。まず組織いじりから入るというのは生産的でない。

しかし、作用論をする中において、各論の論点において、今のままの組織では難しいねと

いう議論は当然行う。それから、消費者行政推進会議の方で、政府全体の消費者行政の形

を今、議論されておりますから、そういうことには立ち入らない。 

 それから、もう一つは、私の理解では、機能論から入って、一定の機能が必要だという

ことになって、しかし現行のパワーでは不十分だということであれば、それは政府として

きちんとパワーをつけるとか、あるいは人員についても手当てするという前提で考えてい

くべきだろうと思います。現行のパワーを前提として機能論を議論するのでは何もできな

いということになるので、まず機能論を詰めて、それで足りないところはきちんと手当て
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するというアプローチで議論するという認識でここに参加しております。 

○松本部会長 ということでございますので、なるべく広目に論点を立てたいと思います

ので、ここで足りない論点をまず積極的にインプットしていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。どうぞ、吉岡委員。 

○吉岡委員 吉岡ですが、今、山本さんがおっしゃるように、どんな機能と権限を持たす

べきなのかということだろうと思います。そうすれば、おのずと、どんな器なのかという

のが後からついてくることになるので、福田総理が言う、10 年、20 年先に消費者行政の中

心になるような国民生活センターの在り方というときに、消費者がどんなものを求めてい

るのかということだろうと思いますので、そういう意味では今回の部会長メモは全般に網

羅されていると思うのですが、１つだけ、言ってみれば、これまでは国民生活センターと

いうのは目と耳の働きをしていた、手足がなかったということだろうと思います。その目

と耳の働きも、地方の消費者センターから入ってくる情報がほとんどで、他の省庁からの

情報が入ってこなかったのではないか。 

 例えば、パロマの事件などは、経産省が持っていた情報と国民生活センターが持ってい

る情報とが別々にあったりして、他の省庁や他の機関が持っている窓口、相談窓口とかの

連携強化と併せて、情報の共有化ができていなかったというところがかなり重要なところ

になるのではないだろうかということもありますので、他の省庁、特に今回のＮＩＴＥと

ＰＩＯ－ＮＥＴの情報共有という点でも、なかなか難しい議論があったそうですが、それ

ぞれがそれぞれの情報を持っているというこれまでの状況がいろいろ問題を引き起こして

いるわけですから、いろんな組織が持っている情報を一まとめにして国民生活センターが

把握できていると、そういう状況をつくり出すことが必要なんではないかというふうに思

うので、目と耳とのところも、そういう広がりを持てるような議論ができないだろうかと

いうのが１つです。 

 あと、手足の方は手足の方で、では、どんな権限を持たせる、目と耳で感じ取った情報

をどういうふうに執行していくのかという手足の議論も当然していただかなければいけな

いと思います。 

○松本部会長 今の御指摘の情報の共有化は、その言葉自体としては出ておりませんが、

２ページの真ん中の辺り、２の（１）のＰＩＯ－ＮＥＴ等による分析の充実強化の２つ目

のポツの後半辺りで、情報を一元的に収集するために、各省庁のフォーマット等の統一を

図ることが必要ではないかという書き方で、ちょっとテクニカルなことだけが書いてある

んですが、このねらいは何かというと、やはり情報の共有化を進めるべきだということで

すから、よりここは情報の共有化ということで、正面に上げるということにしたいと思い

ます。 

 では、佐野委員、どうぞ。 

○佐野委員 情報の共有化ですが、１ページの１の（１）で、わかりやすい窓口システム

ということで、苦情相談機能と一元的窓口との関係をどう考えるか、とあります。その後
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に来ているのがギョーザの事件ですが、いわゆる事故情報と苦情相談を混ぜないで分けて

２本立てにしないと、非常にわかりづらいと思います。ですから、苦情相談は苦情相談で

きちんと一本化、一元化して、事故情報は事故情報で別扱いにした方が、消費者にとって

はわかりやすい。そういう形で情報提供していただきたいなというふうに思います。 

○松本部会長 岡田委員、どうぞ。 

○岡田委員 消費者センターの現場にいる者から意見を言いたいと思います。まず、今回

のギョーザ事件なのですが、食品関係、特に中毒となりますと保健所に入っていきます。

そうすると、保健所から国民生活センターにパイプがつながっていない以上は、入ってい

きようがないのです。 

 それが１つと、不当請求、架空請求が殺到した 16 年、17 年ごろ、訪問販売、いわゆる

高齢者の次々販売などがものすごく出ていたはずなのですが、消費生活センターには入っ

てこれなかった。つまり、不当請求で電話がつながらなかった。そういうのはどこへ行っ

ていたかというと、介護関係、福祉事務所とか、そういうところへ流れていました。介護

関係の人が、是非この情報をどこかへ集約したいというふうに言ってきましたが、現状で

は国民生活センターへ入っていきません。私なども、データとしてもったいないものです

から場合によっては相談者ないしは介護施設の方から消費生活センターへ情報提供しても

らって、消費生活センターを迂回して国民生活センターに入っていくというようなことを

考えたぐらいです。まだまだ国民生活センターへ入ってくる情報は限られているのです。 

 前回のいろんな省庁のヒアリングを聞いていても、ＰＩＯ－ＮＥＴ、ＰＩＯ－ＮＥＴと、

大変期待しているとおっしゃいましたが、自分のところへ入ってきた情報をＰＩＯ－ＮＥ

Ｔへつなぐというのが全然出てこなかったように思いました。勿論、国民生活センターに

ワンストップで情報が集約されるべきと考えますので、是非双方向的なシステムの改良が

必要だと思います。今のＰＩＯ－ＮＥＴシステムで、それを拡大するとか何とかというの

では機能しないというふうに思います。 

○松本部会長 ありがとうございました。司会の不手際で、もう中身の実質論の方に入っ

ておりますから、中身の大くくりの論点ごとに議論していただく中で、更に新たな論点な

どもお出しいただくということにしたいと思います。 

 まず、１ページから２ページの上辺りにかけて、「消費者問題に関するワンストップ・

サービス拠点としての役割」と、どちらかというと対消費者との関係で、ここに行けば相

談も受けられるし、情報提供も受けられますよという意味のワンストップ・サービス拠点

という観点からの機能強化という点ですが、ここについて御意見をどうぞ。山本委員、ど

うぞ。 

○山本委員 ワンストップ・サービス拠点ということの中身を整理して、そこを詰めてい

く必要があるように思います。岡田委員の発言とも関連するんですけれども、ワンストッ

プということは、国民生活センターがすべての苦情とか危害情報の提供を受けるというこ

となのか、それとも国民生活センターだけが受けるということなのか。恐らく前者でない
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と、岡田さんがおっしゃるように機能しないように思います。そして消費者にとっても、

例えば、ギョーザの問題で保健所に行ったら、ワンストップとなって、国民生活センター

で対応することになっていますということでは、消費者にとってもかえって不便な感じが

します。少なくとも食品衛生とか、そちらの問題については。もしかしたら、ほかの消費

者問題については、国民生活センターだけが受けるというモデルがあるのかもしれません。 

 消費者問題というのはものすごく幅が広くて、恐らく政府のやっている施策は、直接間

接にすべて国民の安心・安全に絡まる施策なので、相当幅広いものになります。したがっ

て、消費者問題といっても、いっしょくたに論じられないかもしれませんけれども、私と

しては、ワンストップといっても、今、生かせる保健所のシステムとか介護施設のシステ

ムはちゃんと生かす。それから、吉岡委員がおっしゃったように他の窓口もありますから、

他の窓口に来た者は国民生活センターにもつながるという部分はどうしても残るだろう。

その上で、余りに重複しているとか、余りにも窓口が多岐にわたってわかりにくいという

部分は整理していく。そういう意味でのワンストップ・サービス拠点ということであれば、

大変結構なことではないかというふうに考えております。 

○松本部会長 沢田委員、どうぞ。 

○沢田委員 消費者なり国民、ユーザーにとって一番いいことは、窓口が１つしかないこ

とではなくて、どこへ行っても正しいところにたどり着けるということが一番望ましい姿

だと思います。情報も、１か所にあることがいいのではなくて、情報の種類によって、今

もお話ありましたように、事故情報であればこことか、食品の事故ならここだし、製品の

事故ならこっちだしと、一番集まるべきところに集まるべきであって、何でもかんでも１

つのところに集められればいいというものでは恐らくないのだろうと思います。ちゃんと

権限のあるところ、情報を一番生かすことができるところ、あるいは相談した人が一番正

しい助言を得られるところに情報が集まるのがいいはずで、その観点から考えるべきだと

思います。 

 国民一人ひとり、特に地方に住んでいらっしゃる方、消費生活センターもないようなと

ころに住んでいらっしゃる方は、どんな相談だろうと、自分の住んでいるところの市役所

の窓口のお兄ちゃんに相談するという話も聞きます。ですから、どの窓口であれ、消費者

との最前線、フロントに立つ人は、どんな相談であれば、これは消費生活センターがいい

ですよとか、警察に行ってくださいとか、早く弁護士に相談しないととか、そういう振分

けがきちんとできるという機能が、本来の意味のワンストップなのではないかと思います。 

 ただ、そう考えていくと、法テラスとどこが違うのかよくわからなくなってきますので、

そこは議論すべきなのかなという気はします。とはいえ、現在のところは、消費者問題に

関することがきちんと、本来、国民生活センターや消費生活センターに集まるべき情報が

集まっていないという問題があるのかもしれず、そこは改善の余地があるかもしれません

が、基本的な考え方としては、何でもかんでも１つに集めるということではないと思いま

す。 
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○松本部会長 岡田委員。 

○岡田委員 今の沢田委員の意見に関してですが、現状は消費生活センターが一番窓口に

なっていると思います。まさに交通整理もしています。先ほど保健所という話をしました

が、保健所に入ったデータがどこかへ必ず届けばいいわけです。ところが、どうもそれが

届いていないのではないかという気がします。つまり保健所は自治体に属していますから、

自治体によって対応に差が出ます。そういうふうに考えると、地方の消費生活と直接また

は間接に必ずつながっているのは国民生活センターしかないような気がするものですから、

消費者関連のデータについては、国民生活センターへ行けばあるというような形になれば

私はいいと思います。 

○松本部会長 どうぞ。 

○吉岡委員 「新組織の一元的窓口」という言葉遣いが誤解を生んでいるのではないかと

思います。何か新しい組織をつくって、そこに一本化すればいい、ほかの相談窓口は要ら

ないかのような誤解を生んでしまいますので、「一元的窓口」という言葉遣いではなくて、

今、ほかの委員からも出ている話などからすると、情報の集約をする、情報を共有化する

ということだろうと思います。経産は経産で持っているけれども、経産の立場では保健所

の情報を共有化するわけにはいかない。しかし、新組織で、つまり、国民生活センターが

あらゆるところの相談窓口に入った情報を共有化している。それで全般に、例えば、ギョ

ーザの話は５件きていますよねとか、10 件になりましたねということを、どこかが把握し

ていなければいけないという制度、センターの役割を期待したいので、言葉遣いとしては

むしろ、「新組織に情報の共有化をする窓口を用意する」と、そういう言い方の方が誤解

を生まないのではないかなと思います。 

○松本部会長 三木委員。 

○三木委員 ワンストップ・サービスとＡＤＲ機能との関係なんですけれども、ＡＤＲ機

能を持たせるということで法案が提出されると思いますが、その制度が実現したとしても、

ＡＤＲとの関係ではちっともワンストップになっていない、ならないという状況ではない

かと思うんです。「ワンストップ」という言葉の意味にもよるんですけれども。 

 ＡＤＲ機能の議論をするときにも、最後まで不透明だったのが地方との関係で、結局、

国民生活センターの中に、現在の相談、あっせんに加えて調停や仲裁を置いたとしても、

国民生活センターという組織体自体は東京にしかないものですから、そうすると地方はど

うか。地方には消費生活センターがありますけれども、そこが今後、ＡＤＲ機能のような

ものをどうしていくのか、全くわからないわけです。また、地方分権との関係もあります。

国民生活センターが変わる、しかし、それは中央だけが変わって、地方が変わらないかも

しれないわけです。 

 したがって、消費者としては、紛争を抱えている人が地方にたくさんいるわけで、そう

いう紛争解決機能の何らかの意味でのワンストップ化というのがやはり意識されなければ

いけないと思います。それもやり方というのは、これはなかなか難しいし、それこそ組織
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論とかもかかわってくるんです。先ほど言いました地方分権との関係で難しい問題があり

ますけれども、国民生活センターと消費生活センターとの関係が今のままでいいのかとい

うのが１つ。 

 それから、そこをいじくるのが難しければ、これも大事ですけれども、国民生活センタ

ーの地方支部のようなもの、地方拠点のようなもの。これは後の方に出てくる、いろんな

法執行機能とか何とかということを言い始めると、そういった地方事務所のようなものが

なくていいのかという話にも当然なってくるわけで、そうしたことも含めて、ワンストッ

プというのを単に相談窓口の一元化という狭い意味ではなくて、消費者の駆込寺としての

ワンストップと広くとらえて議論する必要があろうかという気がします。 

○松本部会長 水巻委員。 

○水巻委員 情報伝達を考えた場合、今、必要なのはスピード化だと思います。早く情報

を伝達すると同時に、実行化ですね、どういうふうに対処していくかということです。そ

の辺で、今のセンターが組織上欠陥があるなら、その欠陥を出していただいて、それを強

化するという１つの案を出してみたらいかがですか。余り抽象論で話していても、なかな

か前へ進まないのではないかという気がします。 

○松本部会長 中名生委員。 

○中名生委員 ワンストップ・サービスをめぐって、これは国民生活センターの話なもの

ですから、私は片方では当事者でもあって、なかなか発言しにくいのですが、ほかの委員

の方々の御意見を伺っていて、若干現状を御説明した方がいいかなという部分もあって、

そういう意味で発言をさせていただいたんです。ワンストップ・サービスという意味では、

さっき佐野委員の方から、苦情と危害情報・事故情報というのは分けて話をした方がいい

というお話がありましたが、確かにそういう面があります。 

１つは、苦情相談については、各地の消費生活センターから入ってきた情報を集めると

いうことで、これが年間 100 万件というような形になってきているわけです。現状で非常

に問題があるとすると、水巻委員がおっしゃったように、その集まるスピードが、今の状

況では、各県がそれぞれ決裁を取って文書を直して上げてくるということなどもあって時

間がかかっている。これは、今、ＰＩＯ－ＮＥＴのハード、ソフトの両面で切替えをやる

ということになっていまして、この切替えが完成すると、現場で入力したものが直ちにこ

っちへ入ってくるという体制ができる。そういう意味では、スピードというのは非常に重

要だと思います。 

 それから、もう一つ、事故情報というか、消費者の安全にかかわる情報という意味では、

これは岡田委員の方から御指摘がありましたけれども、例えば、今度のギョーザとか、中

毒が起こったときは、まず情報が入るのは各地の消費生活センターではなくて、保健所で

あったり、あるいは病院の救急外来、そういうところになるわけです。これも何人かの委

員の方から御指摘がありましたけれども、センターに入った情報を外へ流すという方は、

例えば、ＰＩＯ－ＮＥＴ端末を昨年の年末から関係省庁等に設置するという形で今、進め
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ているのですけれども、逆に国民生活センターの方にほかの機関から情報が入ってくると

いう、そこが非常に弱い。安全の問題について、去年、この国民生活審議会で御議論いた

だいて、事故情報ネットワークというのをＰＩＯ－ＮＥＴとは別に構築しようというお話

があって、これは病院なり保健所なり警察なり消防なり、消費者からの苦情相談以外のル

ーとからも情報が入る安全のためのもう一つの情報データベースを構築しようと、これも

これから取りかかりたいというのが今の状況であります。 

○松本部会長 どうぞ、齋藤委員。 

○齋藤（憲）委員 企業をイメージすると、お客様相談センターを多くの企業が全国的な

ネットの形で持っていると思います。どこで電話を受けても、とにかく集中的な部署につ

ながるようになっている。たくさんの商品を扱っている企業でも、すべて１か所の部門で

受けて、それから詳しい部門につなぐという工夫をしていると思います。細かい相談であ

っても、電話で対応できる範囲であれば、極端に言えば、海外に置いてもいいという発送

でトライしている会社もあるように聞いています。 

 そうすると、今の国民生活センターが、お客様は日本国民全部だと考えたときに、何か

そのような仕組みを考えられないものだろうかと思います。ただ、最後の段階の、面と向

かって相談するというのはやはり地元でなければいけないというところで、仕分けができ

る可能性があるかもしれません。その辺を一回見てみると、発想が変わるのではないかと

いう気がしました。 

○松本部会長 山本委員。 

○山本委員 たびたびすみません。１の情報提供との関係で幾つか、先ほど言い漏らした

ことを発言させていただきたいと思います。佐野委員がおっしゃったように、苦情相談と

危害情報を分けるというのは誠に適切だと思います。苦情相談は現在の考え方では、セン

サー機能を維持するために受けるけれども、同じペーパーに経由相談の充実ということが

書かれております。１ページの下から２行目です。相談と危害情報が全部混ざってしまう

と、直接相談、危害に対する相談を全部国民生活センターがやらなければいけない、対応

しなければいけないということになりかねない。これは現実的に機能しない、全く非現実

的なので、両者を分けるということは、その意味で適切ではないかというふうに思います。 

 それから、ギョーザの事件については、今、形の議論で、どういう形で情報共有化を図

るかということをやっておりますけれども、形ができても、ギョーザ事件で提起されてい

るもう一つの問題は、窓口の対応がどうだったか、そこにちゃんとプロフェッショナルが

いて、きちっと対応したのかということです。たしか、兵庫県から厚労省に行かなかった

のは、現行食品衛生法上問題があるという通知が出されている。したがって、形は、食品

衛生法上、県から厚労省に行かなければいけないという条文はちゃんとあるのに、それが

機能していないという話です。ですから、ここでまたワンストップとか情報共有化とか、

きれいな形をつくっても、それが機能するかどうかというのはまたもう一つ別の問題で、

そこもきちっと対応していただきたいということ、これが第２点であります。 
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 第３は、２ページの消費者への情報提供に関して、国民生活センターの方もちゃんと問

題意識を持っておられると思いますけれども、いわゆる実名公表という昔からある論点が

あります。この点ももうちょっと踏み込んで検討していただく必要があるのではないか。

事業者名かつ商品名の公表ということです。これは権力的な措置ということではないので、

独法であっても情報を提供するということは、根拠法がなくてもできるはずなんです。た

だし、そこがなかなか、信用毀損とか名誉毀損の問題があり、慎重になっているというこ

とだと思います。現在の実務でも、振込詐欺については実名公表したこともありますし、

かつてはほかの企業についても実名公表していたこともあるし、最近、電動式のベッドな

どでもそういうことをやっておられるということですから、そこをもう少しシスティマテ

ィックにやっていくということも、情報提供のところで検討していただければありがたい

というふうに思います。 

 以上です。 

○松本部会長 岡田委員。 

○岡田委員 苦情と情報を分けるというのは私も賛成です。というのは、今のＰＩＯ－Ｎ

ＥＴの情報は苦情なのです。苦情の定義が何なのかといったときに、各相談員がいろいろ

考えて、これはやはり問題だなと思えば苦情で入力していくことは可能です。ところが危

険・危害に関するものは苦情ではなくて、単なる問い合わせの中にも問題が潜んでいる場

合が少なくありません。そういうものまで今のＰＩＯ－ＮＥＴに入っていっているかとい

うと、入っていっていないと思います。ですから、こと危害に関しては、単純な問い合わ

せであったとしても、国民生活センターに入っていくようなシステムが必要だなと思いま

す。 

 それから、相談のことですが、まず国民生活センターにやっていただきたいのは経由相

談の充実です。今、事業者は、いわゆる地方の消費生活センター、相談員が少ない消費生

活センター、そういうところに対して大変風当たりが強くなっています。中央の消費生活

センターにおいては、情報もあれば、相談員もいる、弁護士会とも連携しているというこ

とで、そんなに事業者が抵抗しないけれども、地方に行けば、その抵抗がますます強くな

っているというふうに思います。この状況は今後も続くと考えられます。そこで国民生活

センターの経由相談は地方の消費生活センターにとっては唯一のよりどころであるとすら

考えられます。そこで力のある相談員に是非座っていただきたいというふうに思います。 

○松本部会長 事故情報、危害情報の問題は、３ページ目の２の市場の監視役の方により

近い問題かという気がいたします。商品テストの問題もそうですし、ここで監視をして、

集まってきた情報を最初の１の相談とか、あるいは情報提供の方に一方でつなげるととも

に、次の３で出てきます政策の方にもつないでいくということになるかと思います。相談

から入ってくる情報というのと別に、事故情報、危害情報というのは別のルートからも集

めなければならないし、それを市場監視の一環として行う必要があるだろうということに

なるかなと思いますので、議論の流れからいきまして、２の「市場の監視役としての役割」
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という点についてもどうぞ御議論ください。どうぞ。 

○沢田委員 すみません。そこに行く前に、１の（３）消費者への情報提供というところ

で一言申し上げたいことがございます。この機能はとても大切な機能だと思いますし、そ

のためにこそいろんな情報を国民生活センターさんのところに集める必要があると私は思

います。ただ集めればいいものではないと先ほど申し上げたのはそういう意味で、集まっ

た結果、何をしてくれるのか、集まった情報をどういうふうに活用してくれるのかという

ところが一番大切なので、事故情報も、一番に集めてくる必要はないかもしれない。例え

ば、中毒になってしまった人に、国民生活センターさんが、この毒消しがいいよと言える

わけでは多分ないでしょうから、それは別のところで決めてくれる。その情報をいち早く

国民、消費者に伝えるというのが国民生活センターさんの役割だとすれば、ここはもっと

充実していただく必要があります。そのためには、多分これは今すぐできることだと思い

ますが、もしかしたらやっていらっしゃるのかもしれませんけれども、毎日ニュースをメ

ールで出したらどうかと思います。これは御提案です。 

 例えば、コンピュータウイルスに関して、やはり独法のＩＰＡがウイルス情報というの

を、これは本当に緊急を要しますので、毎日のようにメールで関係者に送っています。企

業のシステム管理担当者など、たくさんの人がそのメールを受け取っています。直接受け

取っても意味がわからない人も多いですから、本当に届くべきところにまず送って、そこ

からクモの巣のようにというか、網の目のように情報が伝わっていく形をつくる必要があ

ると思います。国民生活センターさんからのものであれば、各消費生活センター、都道府

県、学校という形で伝わっていくのが良いと思います。 

毎日これだけＰＩＯ－ＮＥＴの情報が集まっているんですから、ネタは山のようにある

と思います。私どもは電子商取引だけに限って１か月 50～60 件ぐらいの相談を受けている

だけですが、そこからでもいろいろ発信したいことは出てきます。また、必ずそれを伝え

てくれるメディアをつかまえるとか、そういった工夫の仕方もいろいろできるのではない

かなと思います。 

 以上です。 

○松本部会長 今の点につきまして、緊急の情報発信の体制というのはどういうふうにな

っておりますでしょうか。 

○田口国民生活センター理事 情報といたしましては、ＰＩＯ－ＮＥＴで集まったもの、

あるいは直接、間接に受けた相談などを分析・整理いたしまして、国民生活センターとし

て情報をまとめた上で広く消費者の方々へ伝えるということです。そのルートといたしま

しては、記者説明会を通じて行うとか、出版物、テレビ等を使って伝達しております。ま

た、迅速にという観点からは、ホームページにそういう情報を掲載して、ご覧いただくと

いうことでやっております。国民生活センターのホームページへのアクセスは、トップペ

ージ経由だけでも月 20 万件程度あり、他の機関に比べかなり多いアクセスがあるという状

況になっております。 



 

 - 21 -

 沢田委員御指摘のＰＩＯ－ＮＥＴ情報を毎日、新しい情報として、関係方面に送っては

どうかという御意見でございますが、私どもの一番のネックというのは、情報は集まりま

すが、その情報は個々の消費者の方々が直面したトラブル情報であるわけです。必ずしも

真実性なり真実相当性の確認が取れていない情報か業務日一日当たり 4,000 件なり 5,000

件程度が集まるのに対し、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報に関する業務を行っている職員はわずかに

10 人程度です。データのチェックとか、各方面からの検索以来への対応などの業務も含め、

10 人程度でやっておりますので、毎日大量の情報を分析して、それをある程度確認を取り

つつ体外的に出していくというのはマンパワーの面から極めて厳しい状況にあります。Ｐ

ＩＯ－ＮＥＴの情報はまさに種々雑多なものがあり、極めて大量の情報の中から毎日一定

の件数の情報を対外的に発信していくのは、今のマンパワーを前提にすれば、大変に困難

です。 

 現実に今のマンパワーの中でやっていることは、そういう中から共通性、公益性の高い

問題を国民生活センターとしてピックアップして、情報として整理、編集した上で、それ

を広く消費者に提供すると、そういうやり方であるわけです。相談情報を集めることは今

のシステムで相当程度できますが、分析をするにはかなりの専門性を持った人がそれを見

て分析をする必要がありますが、今、現実には、そうしたマンパワーはほとんどないとい

うのが実情であります。 

○松本部会長 どうぞ。 

○吉岡委員 今の点なのですが、センターなり相談を受けた方がすぐに回答できる、情報

を提示できる事案と、今、お話のように、そう簡単にはものを申せないよという２つがあ

るんだろうと思うんです。後の方の、情報を受けた後、どうするのかという問題について、

私はやはり各専門的な知見を持った組織、省庁を利用することだろう、連携することだろ

うと思っています。 

 例の情報公開室のイメージを持ってもらえばわかりやすいのですが、消費者が情報公開

を求めて、紙切れ一枚を持って情報公開室へ行くと、情報公開室ではすぐに担当省庁の担

当部署の人を呼び出すんです。そして、今、こういう情報が来ているんだけれども、この

中のどれとどれが欲しいのかというふうにそこで議論して、それで欲しいペーパーをもら

ってくる。 

 こういう制度がすごく参考になっていて、例えば、今回のギョーザ問題でも、もし新組

織である国民生活センターに５件の何かおかしいという情報が寄せられたときに、その情

報をつかんだセンターは、すぐに保健所なり、しかるべき専門性を持ったところに、今、

こういう５件の相談が来ているんだけれども、どう思うかというふうに振っていく。そし

て、そういう専門知見を持った方々の意見を聞いて、事件の重大性を把握していく。別に

センターが自分で判断して意見を述べろというのではなくて、あくまでも情報を集めて、

その情報の司令塔としての役割を果たして、また専門的な組織に戻していく。そういう中

で連携を取りながら、迅速に解決策を練っていく。それが保健所だけになってしまってい
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るから動かないのであって、センターの方も、自分で解決しようというんではなくて、入

ってきた情報をもう一回個々の組織に戻して意見を求めると、そういうふうにすれば、余

り費用もかけずに楽にできるのではないかというふうに思います。 

○松本部会長 早川委員。 

○早川委員 同じようなことかもしれませんけれども、企業などの場合は、お客様から情

報が入ってくるところは１か所で集めています。内容によっては、企業によりけりですけ

れども、食べ物だとか、車だとか、家電製品などで、健康に被害のあるような企業ですと、

当然ながら危害情報も、相談も、苦情も含めた、いろんなものが全部入ってくるわけです。

危害情報的なものであれば、１件であっても、こういうことはあるか、ないかということ

はすぐ企業の中で一番の関係のあるところに戻して、検査をするなり、情報をもらったり

して、答えていくということがあるのです。 

 それと、もう一つ、情報がたくさんあって、マンパワーが足らないというのであれば、

先ほどからおっしゃってらっしゃるように、国民生活センターが今後どうあってほしいの

かということで、まず人の確保と、受ける人と、もらった情報を分析、解析して、今度は

受信したものを発信していく、その発信の場はどこであるかということまできちっとわか

るような、そういう人たちと分けた窓口が必要なのではないかなという気がします。 

 10 人で 4,000 件というのはすごいなと思います。とてもではないけれども、相談もでき

ないのではないかと思います。今、私がかかわっているところですと、１日に 80 件ぐらい

です。それでやはり 12～13 名で聞いております。この間のようにギョーザ問題が入ってき

ますと、一挙に 10 倍ぐらいに膨れ上がります。4,000 件を 10 人で、しかも、いろんなこ

とをやるというのは無理だと思いますから、１つは、そういうセクションの拡大、それか

ら、受ける方と分析するのと発信する、そこのところを区分けをしながらやっていけるよ

うな方法を考えていただいたらいいのではないかなというふうな気がいたします。 

○松本部会長 三木委員。 

○三木委員 今、吉岡委員や早川委員がおっしゃったことに関連したことを私も少し考え

ておりまして、ペーパーの２ページの下に、分析力の強化が必要ではないかとか、関連の

深い業界等に関する分析も必要ではないかというような記述がありますが、これが何を意

味しているのかなとずっと考えていたのですけれども、分析を頑張りなさいという趣旨な

のか、それとも、もう少し踏み込んだ意味があるのか。今、早川委員がおっしゃったよう

に、あるべき姿ということで考えると、やはり何らかの組織とか人員の拡充というものも

考えてくる可能性があるのではないか。人や予算を増やすということは難しいことではあ

ると思いますが、私も国民生活センターの内部のことを必ずしもつまびらかに知っている

わけではありませんが、外から見ておりますと、日本の中核的な消費者のための組織とい

うにしてはやや貧弱ではないか。 

 何が貧弱かというと、調査とか研究とか分析のための組織とか人員とか、勿論、商品テ

ストの設備はありますが、そういう意味ではなくて、もっと総合的な、研究所をつくれと
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言っているわけではありませんけれども、大げさに言えば、研究所のようなものです。現

在の消費者問題というのは、私が申すまでもなく、極めて複雑、多様化しておりまして、

一方で自然科学的な知見が必要であったりしますし、新しくあらわれてくる取引手法、Ｉ

Ｔの知識、国際の問題、あるいは法律知識も要ると思います。法律も日々変わっておりま

して、なかなか専門家でも追い切れない。こういった複雑な問題が多様に絡み合っている

のが消費者問題だと思います。したがって、内部にある程度専門性のあるスタッフとか組

織をつくる必要があるのではないか。勿論、先ほど吉岡委員がおっしゃったように、外部

の官庁に投げるというのも併せて結構だろうと思いますけれども、それだけで足りるのか。 

 それから、先ほどＰＩＯ－ＮＥＴの話も出まして、田口理事の方から、寄せられたもの

を受け付けるだけで手いっぱいだというようなお話で、現状の人員では本当にそうだと思

います。しかし、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報を分析して、その中から取捨したり整理して外部に

発信したり、政策提言に生かすというようなスタッフ組織のようなものも、あればあるに

こしたことはないというようなことで、そういったものを含めた、広い意味での研究、調

査、分析のための組織、または人員というようなことを考える必要があるのではないかと

思います。 

○松本部会長 水巻委員。 

○水巻委員 人員が少ないという指摘ですけれども、では、人員を増員すればうまくいく

のか。その点が大事だと思います。専門的な知識を持った、また実践をしている人たちを

集めないとうまくいかない。そうすると、センターに各省庁の担当者を全部集めて、役割

分担を明確にして、その上で統括する人がいて、また横には分析する人がいて、そういう

ような組織形態を真剣に考えないと、前へ進まないのではないかなという気が私はいたし

ます。 

○松本部会長 では、齋藤委員。 

○齋藤（憲）委員 今のお話を伺っていて、ジャストアイデアなのですけれども、こうい

うことが考えられたらいいなということで申し上げます。お客様のクレームというのは、

新しい、次の何かを生み出すための宝物になるわけです。それを踏まえて、何かが新しく

なり、次のステップに行けば、必ずいいものができ上がる。これは商品でもそうだし、社

会の仕組みでもそうだと思います。先ほどありましたけれども、例えば、人手が足りない

のであれば、データの持ち方とかインプットの仕方を工夫し、検索してヒットするように

して、同種のことについて、長崎であった事実が東京でもあるのかを知ることができれば、

それだけ人手は少なくても済む。重点的にヒット数の多いところについて分析しようとい

うことも、考えればできるかもしれない。そういういろんな仕掛けを考えていけば、新し

いものが生まれてくるような気がします。是非これは集約するメリットとして打ち出して

いけば、と思いました。 

○松本部会長 岡田委員。 

○岡田委員 現場にいる人間としましても、ＰＩＯ－ＮＥＴの情報についてはただデータ
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をずらずら並べるのではなくて、こういう傾向があるとか、分析結果がこうだとか、集約

というのでしょうか、それをしていただければ、ありがたいです。なぜかといいますと、

相談現場で、例えば、ある事業者に関して調べたいなと思っても、ＰＩＯ－ＮＥＴは量が

多くて使えないのです。ですから、地方自治体の、東京都であればメコニスの方を使うこ

とになります。他の自治体もそうではないでしょうか。苦情処理には件数よりも、傾向が

知りたいのです。 

 国民生活センターにはＰＩＯ－ＮＥＴのデータを使って、傾向とか集約した結果とかを

定期的にまとめて発表していただくというのも希望します。今、消費者関連の法律改正が

頻繁に行われますが、その場合に国民生活センターのデータが必ず起用されます。私もそ

んな場面に遭遇しますが、国民生活センターの職員の方はデータ及び傾向、そして代表的

な事例を大変明快に説明されます。先ほど来、人員が少ないことが何回となく出ています

が、今でも立派にやっているのではないでしょうか。ですが、そのような仕事が多くはで

きないというのであれば、先ほど出ましたが各省庁からそのために出向する形で、専門、

専門で分析するというのは、いいアイデアだなというふうに思います。 

 それから、ＰＩＯ－ＮＥＴ以外に、意外と皆さんが御存じないのが、「マル急」という

情報です。これは内部だけで使う情報ですが、各センターで、これから大きな問題になり

そうだとか、こういう動きが出てきたといったときに、別個で緊急に国民生活センターへ

送り込む情報なのですが、これも国民生活センターとしては、ただ全国のセンターに発表

しているというか、「マル急」という形で出しているだけで、活用なさっていないような

気がします。あの中に結構重要な情報が入っているというふうに思いますので、そちらに

も目を向けていただきたいと思います。 

○松本部会長 どうぞ。 

○田口国民生活センター理事 若干補足をさせていただきますと、先ほどマンパワーの制

約について強調したために、活用の面がほとんどされていないというふうに誤解を招いた

かもしれませんが、現在のＰＩＯ－ＮＥＴ情報については、我々も人員等の制約がある中

で最大限活用に努めております。 

 今、岡田委員のおっしゃられた活用・分析ということに関連して、これは中央省庁、警

察、弁護士会、あるいはマスコミ等も含めまして、いろいろな情報について検索の依頼が

ございます。例えば、中央省庁が行政処分等を検討するに当たって、当該事業者について

の全国の苦情相談情報はどうなっているかというような検索依頼でございますが、こうい

ったものは年間 3,000 件ぐらい対応しております。また、弁護士会などからの法令に基づ

く照会やマスコミ等からの御依頼、あるいは証券取引所などの機関からの依頼等も含めま

すと、年間 5,000～ 6,000 件の検索依頼に対して、当センターで検索をして、その結果を提

供しているということで、そういう依頼に応じる情報提供は、今の限られた人員の中で最

大限対応させていただいています。それから、情報公開というお話もございましたが、私

ども国民生活センターへの情報公開請求は、独立行政法人としては格段に多い年間 800 件
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ぐらいの請求を受けて、情報開示を行っております。 

こういった形で、依頼に応じる情報提供は最大限やっているわけですが、今、何が欠け

ているかというと、国民生活センター自ら分析し、必要な情報をタイムリーに、能動的に

提供していく、この面が非常に限定的ではないかということだと思います。 

 ただ、現在の限られた人員ではございますが、最近、こういう新たな問題が生じている

といったものについては、できるだけ速やかに整理をして、マスコミへの説明会等を通じ

て情報提供を行っております。私どもの記者説明会を通じてマスコミから情報提供される

情報は非常に件数も多くなっておりまして、ちなみに主要紙で国民生活センターの情報が

使われている記事は年間 500 件ぐらいにのぼっております。 

 こういう形で月１回ないし２回の記者説明会を通じて情報提供するということに加えて、

新しく起こってきた問題などを国民生活センターがセンサーのようにキャッチをして、そ

れをタイムリーに情報提供していく仕掛けをどういうふうにつくっていくかということが

今、一番頭をめぐらせているところです。そのためには何かツールのようなものが必要だ

ということで、今、私どもが考えておりますのは、早期警戒指標というものです。ある特

定の指標で、その網に引っかかってくるものを常時ウォッチして速やかに警戒情報を提供

していく。消費者等に対してアラームを出すべき案件を主体的にキャッチできる指標を整

備して、それを能動的に広く消費者に提供していくことを考えておりまして、新年度から

そのための指標づくりに着手しようと考えております。 

 それから、「マル急」に関する御指摘をいただきました。これは「消費生活相談緊急情

報」ということで、ＰＩＯ－ＮＥＴで集まってくる情報、あるいは国民生活センターで相

談として受けた情報の中で、この事業者については非常に勧誘等に問題がありますね、あ

るいは消費者とのトラブルが非常に増えていますねと、そういったものについて、事業者

名を含めて情報をまとめまして、各地の消費生活センターに毎月、冊子にして送っており

ます。また、電子情報としても送付をしているところでございます。 

 これは、相談に応じる側の情報として非常に便利に使われている、非常にニーズの高い

ものでございます。毎月情報を整理、とりまとめておりますので、相談員の方々がかたわ

らに置いてご活用いただいているものでございますが、この内容は、実はかなり踏み込ん

だものとなっております。 

 したがって、直ちに対外的に公表するというわけには、なかなかいきません。といいま

すのは、先ほど山本委員からも御指摘のありましたように、実名を含めて情報提供するに

は、真実性、あるいは真実相当性を確認した上で、かつ一定のデュープロセスを踏んだ上

で行わなければいけない。ＰＩＯ－ＮＥＴ情報、相談情報は基本的に消費者の申出情報で

すから、それをそのまま右から左に出すわけにはいかない。ただ、それを相談の現場では

できるだけ活用していただこうということで、この「マル急」情報というのを作って、各

地センターにお送りをしている。現在は月１回で行っておりますが、新年度以降、月２回

を目指して、より頻度を高めていこうというふうに考えております。 
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 更に、その先の話として申し上げれば、より広く一般の消費者の方々へ提供する情報に

ついても、必要があれば事業者名も含めて積極的に提供していかなければいけない。消費

者の方々が一番身近に認識するのは、事業者名が入った情報、どこの会社の契約なり製品

が問題なのかと、そこのところに踏み込んだ情報を国民生活センターとして積極的に提供

していかなければいけないというのは私どもも考えております。真実性の確認なり、デュ

ープロセスを必要な範囲で担保した上で、積極的に実名も含めた情報を今後提供していこ

うということで、内部の情報提供規程についても今般改定を行うなど体制の準備を進めて

おります。 

 特に、安全に関する情報はより積極的に踏み込んで、事業者名も含めて提供するという

ことで、去る１２月には電動リクライニングベッドについて、販売事業者の名前等も含め

て提供しております。また、コンニャク入りゼリーのような問題ですと、事故が起こった

製品の製造者名、あるいは販売者名も実名で提供しております。いろいろ制約はあります

が、前向きに事業者名公表も含めて行っていこうというふうに考えております。 

○松本部会長 ありがとうございました。 

 では、西村委員。 

○西村委員 今までと若干異なった点になるかもしれませんが、２ページの消費者への情

報提供に関するところであります。これから国民生活センターがより強化されていくとい

うのは望ましい方向だというふうに理解していますが、その基になる各地の消費生活セン

ターに寄せられる情報というのは、よく言われることですけれども、数％で、なかなか相

談に行かない方たちが大勢いるわけです。それはまだまだ消費者としての力が弱いという

現実が日本社会にはあるわけで、そういう意味では、消費者力などという言葉もよく言わ

れますけれども、これから団体訴権なりＡＤＲなりということができていくということに

なれば、なおさら消費者としての力量をつけていく必要がある。 

 そういうふうに考えたときに、（３）の消費者教育の充実、あるいは３つ目の○の消費

者の自立支援というところに関して、単純に書けばこういうことだとは思うのですが、今

も各省庁が、食品の安全であるとか、金融取引の安全であるとか、製品安全であるとか、

さまざまな形で消費者教育活動をやっている。そういう情報もどこかで、消費者教育機能

の一元化といったらいいのか、ちょっと言葉が熟していないのですが、そういったことを

もしどこかで担うとしたら、やはり国民生活センターしかないと考えるんです。確かに現

在、内閣府が国の消費者教育の体系化事業をやって、ポータルサイトをつくられたりして

いますけれども、そういったことを的確に流していく道筋をつけていくというのは国民生

活センターの役割なのだろうなというふうに思っています。 

 それから、これは三木委員もおっしゃったので、重なってしまいますが、国民生活セン

ター独自の調査研究という部分ですが、せんだっての会議のときにも韓国消費者院の院長

さんがお見えになって、240 人ということで、人的にも日本の国民生活センターの倍です。

そういうことだからできるということもあるかもしれませんけれども、もともと国民生活
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センターには調査研究部というのがあって、私も若いころ、よく調査研究部のお世話にな

りました。そういった、シンクタンクというところまでは行くかどうかわかりませんけれ

ども、消費生活にかかわるあらゆるデータが集まるというところでございますので、そこ

からの分析・発信というのは非常に貴重だというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○松本部会長 佐野委員。 

○佐野委員 先ほど御説明のあった企業名を含めた公表というのは是非積極的にお願いし

ます。コンニャクゼリーのときも非常に公表が遅かった。ですから、是非積極的に行って

ください。 

 それから、（２）の一番最後のところの商品テストについてちょっと発言したいと思い

ます。商品テストといってもいろいろあります。商品比較テストとか、原因究明とか、問

題提起型テスト、いろいろあると思うのですが、是非、国民生活センターの中で自ら行っ

ていただきたい。外部で連携を取りながらということもあると思いますが、もしテストを

国民生活センターが企画立案するのであったら、内部でやっていただきたい。外でやった

ときに、一体だれがそれを評価するのか、どういう形で公表するのかというのがちょっと

よくわからないので、そこのところは、私は国民生活センターに商品テストの機能の充実

を強化していただきたいと思います。 

○松本部会長 商品テストについて、ほかに御意見ございませんでしょうか。齋藤委員。 

○齋藤（憲）委員 質問ですが、商品テストというのはどの範囲の商品テストをイメージ

されておられるのでしょうか。日本中に商品がたくさんありますけれども、膨大な設備が

要るようなイメージなのでしょうか。 

○佐野委員 できる限りやっていただきたい。勿論、車などは無理だと思いますけれども、

例えば、コンニャクゼリー、つい最近ではチョコレートをおやりになっています。チョコ

レートはもうちょっと早く公表していただければ、バレンタインに間に合ったかな、なん

て思ったりもしているんですが、そういう細かな、消費者に身近なテストというものを是

非していただきたい。 

 あと、原因究明テストは、事故情報の一元化をどこでやるかということによって、違っ

てくると思います。国民生活センターでやるかどうかというのは１つの課題ですが、私は

できる限り、企画立案をするならばセンター中で実行していただきたいと思います。 

○松本部会長 岡田委員。 

○岡田委員 私も商品テストを実際にやっていただきたいというのは同じです。ただ家電

製品などはどうしてもＮＩＴＥの方にお願いすることになります。それ以外のもっと小さ

な、今おっしゃったようなものに関しては国民生活センターにお願いしてみますが、写真

を送ってくれとか、経過をペーパーにしてくださいとか、テストに行くまでが時間と手間

がかかります。できたら、そういうのがあったときに、写真とか何とかではなくて、現場

へ来ていただいて、その上で判断していただければ、もっと早いのかなと思います。受け
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るか否かについて、早くお返事をいただきたいというふうに思います。現実、ＮＩＴＥは

来てくれます。現場を見て、場合によっては商品を引き上げてくれることもありますので、

その意味で、国民生活センターも是非、現場へ来ていただく体制を取っていただいて、テ

ストを積極的にやっていただきたいと思います。 

○松本部会長 どうぞ。 

○田口国民生活センター理事 商品テストについて何点か御指摘をいただきましたので、

現状について少し御説明をさせていただきたいと思います。商品テストにつきまして、昨

年、整理合理化計画を作る過程で、何でも外部に丸投げをするかのような誤解が生じたの

ではないかと思いますが、私どもは今後とも必要な商品テストはしっかりとやっていこう

と思っております。 

 特に私どもの商品テストで力を入れたいと思っておりますのは、暮らしの中の危害・危

険と言いますか、その商品自体の特性としてどんな危険があるのかというよりも、生活の

中で思わぬところでけがをするといったような、生活パターンと組み合わせて考えると非

常に危ない面がある。そういうものを具体的にピックアップして、消費者の方にわかりや

すい形で提供する、そうした、いわば生活実体に即した商品テストを積極的に行っていこ

うと思っております。こうした商品テストは、国民生活センター自身が実施するのが基本

になると思います。 

 ただ、国民生活センターの商品テスト部で、商品テストの実施に直接携わっております

職員は 20 人弱に過ぎませんので、実施できるのはおのずと限界があります。このため、規

格・基準に基づきテスト方法が定型的に決まっているようなもの、あるいは専門性の高い

テストなどについては、他の試験研究機関等に外部委託をする、あるいは連携を取ってや

っていくということを考えております。しかし、冒頭申し上げましたように、生活実体に

即した商品テストをどんな形でやっていくのか、そういう企画立案業務は全体として強化

をしていきたいと思っております。 

 それから、事故等が起こった場合の原因究明を求める御依頼は、各地の消費生活センタ

ー等から非常に数多く国民生活センターに寄せられております。年間で 100 件を超える原

因究明テストの依頼が来ておりますが、何分にも 20 人弱の職員で、これらの原因究明と、

より幅広い銘柄横断的なテストを行っておりますので、こういう中で原因究明の御依頼に

応じられるものは、現状ではその半分の 50 件程度にとどまっております。各地センターか

らは、多くの御依頼を受けるのですが、なかなかマンパワーの面で限界があり、一般性、

公共性のある案件に重点を置いて対応せざるを得ない状況にあります。 

 もちろん、このままでいいということでは決してございませんので、原因究明テストに

ついても、できるだけ強化をしていこうということで、現在の件数は 50 件台でございます

が、今後さらに増やしていければと考えております。 

 そういう中で、他機関との連携も積極的に行っていこうということで、岡田委員御指摘

のＮＩＴＥについても、工業品についてはお互いに得意分野がありますので、役割分担を
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して、機動的に対応していこうと思っております。そこで、ＮＩＴＥとは先般、商品テス

トなどに関する連携方策について合意をいたしました。今後この合意に沿って、ＮＩＴＥ

の担当者と連絡を取り合って速やかに対応していくと、そういう体制を取っております。 

 それから、重大な危害事案が起こったときに、速やかに事故の確認をして、第一報的情

報を提供するというのは、私ども国民生活センターの重要な役割であると思いますので、

一昨年以来、危害情報室という専門の部署をつくり対応しております。ここは、特にスピ

ードを重視するということで、必要があれば即座に現地にも赴いて対応しているところで

ございます。先般公表いたしました電動リクライニングベッドの事故につきましても、情

報を入手した後、現場も確認し、速やかに公表し情報を提供しました。また、コンニャク

入りゼリーによる窒息事故についても、情報を寄せられた方のところへ私どもの担当者が

出向いて事故の確認等をさせていただいています。人員が限られた中ではありますが、緊

急性の強い案件についてはできる限り機動的な対応に努めております。 

○松本部会長 ３ページ目の３の法執行との連携とか、あるいは政策立案への反映といっ

た点についてもどうぞ御意見をお出しください。吉岡委員。 

○吉岡委員 ちょっと戻るようで恐縮ですが、今の商品テストの話を一言。今の話では、

担当者が 20 名で年間 50 件というお話でした。例えば、１人が１か月に１件やったとして

も 12 件ですから、20 人いると 200 何件ができるはずです。私たちの例えをすると恐縮で

すけれども、１人の弁護士が 50 件から 100 件抱えている、それで裁判を回しているという

ことからすると、20 名いて年間 50 件というのはどうしたことかというのがあります。そ

れは難しい問題がいろいろあるのだろうから、なかなか件数が上がらないというのもある

んだけれども、20 人のスタッフが有効に商品テストをやっているという仕組みをもう少し

工夫する必要があるんではないか。20 人で年間 50 件の意見しか出せないというのはどう

いうことなのか。先ほどから商品テストをもっと充実してほしいというのは、国民生活セ

ンターの中立、公正さを期待する消費者の声だろうと思います。しかし、だからといって

国民生活センターに全部やれというふうに言っているつもりではないわけで、専門的知見

を持っている部署と国民生活センターとがどううまくマッチして、それで効果的な、国民

の信頼に応えられるような公正、中立な結論を出すということをしたらいいかという、そ

このところの工夫ができていないのではないか。 

 裁判所に例えてみるとあれですけれども、裁判官などというのは全くそれぞれの問題で

は素人なのに、ちゃんと判決を書いているわけで、それには専門家の意見を聞いて、自分

自身で判断を下している。その判断には国民は従っている。ある意味では国民生活センタ

ーの商品テスト部門というのは、そういう裁判官役を国民は期待しているのではないか。

正確にどうだこうだというところまで言うつもりはないですけれども、ほかの専門家とう

まく連携しながら公正、中立さを導き出すような手法を考えるべきではないかという辺り、

今後議論していただければと思います。 

○田口国民生活センター理事 私の説明がちょっと不十分で恐縮でございました。商品テ
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ストといっしょくたに申し上げましたが、正確に申しますと、問題提起型のテストと原因

究明型テストの２種類があります。原因究明テストというのは、ある製品で事故等があり、

その原因は何かと、個別に消費生活センター等から寄せられるものについてテストをする

もので、これは年間 50 件ぐらいやっております。 

 他方、問題提起型テストは、現在は毎月１本程度を公表しておりますが、これは当該事

故品に限らず、例えば、シュレッダーの案件でありますと、10 社強ぐらいのもので、かつ、

いろいろな銘柄のもの、10 数銘柄について、安全性とか、性能、表示、その他の調査項目

を設定して、横断的にテストをしております。こうした問題提起型テストにつきましては、

１件のテストをするのに多数の銘柄、多数の調査項目をテストする必要がありますので、

１件を実施するのに３か月、４か月、そういうタームで、かつ、複数のテスト職員がそれ

に携わっております。これについては結果を月々の記者説明会で資料としてまとめて発表

しておりますし、また、月刊誌の「たしかな目」、あるいはテレビ等を通じて広く情報提

供をしています。ちなみに、今月は、先ほど御指摘のありました高カカオをうたったチョ

コレートと電動リクライニングベッドについて公表しております。 

 商品テスト部職員 20 名と申し上げましたが、正確に申し上げますと、実際にテスト業務

に携わっておりますのは 17～18 人であり、２～３人がチームを組んで問題提起型テストに

取り組むと同時に、各地から毎月寄せられる原因究明テストについては、一人ひとりが、

それぞれ何件かずつを持って対応しています。それらを合わせて 60 件程度のテストをこな

しているという状況でございます。 

○松本部会長 佐野委員。 

○佐野委員 私はもう一つ、商品比較テストがあると思うんですが、それはもう一切おや

りになっていないのですか。 

○田口国民生活センター理事 従来、比較テストと言っていたものが、今の問題提起型テ

ストにほぼ対応するかと思います。複数の銘柄、複数の事業者の商品について、幾つかの

切り口から横断的にテストを行い、その結果をまとめて記者発表し、また出版物等で広報

を行うと、こういうものが年間 12 件、月１件ぐらいのオーダーで行っているということで

ございます。 

○松本部会長 どうぞ、法執行とか政策等も含めまして。山本委員。 

○山本委員 もうまとめやってしまっていいですか。時間の関係もあるので。３だけでは

なくて。 

○松本部会長 どうぞ。 

○山本委員 冒頭の発言で言いかけましたけれども、新組織が法執行機能を持つ場合、国

民生活センターが立入調査権限等の法執行機能を担うことも考えられるのではないかと資

料のペーパーで問いかけられています。考えられると当然思います。ただし、これは、部

会長もおっしゃるように前提がありますので、前提によってかなり変わってくるであろう

と思います。 
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 それから、独法のままでできるのかなという疑問があります。また、国民生活センター

は、もともとは特殊法人という形態からスタートしておりますので、非公務員型の独法で

あります。立入調査権限ということになりますと、公権力の行使に当たるということなの

で、職員の身分は公務員でなくてよいのかといった問題が出てくるような感じがいたしま

す。ですから、組織論は立ち入るなということでありますが、やはりこれはそういうこと

とセットにして議論しなければいけない問題ではなかろうかと思います。 

 次に、被害救済機能強化でありますが、私はもともと国民生活センターは団体訴権の主

役になるべきだという意見でありまして、５～６年前にこの部会であったと思いますが、2

1 世紀型消費者政策の在り方を議論した際にもそういうことを述べた記憶がありますけれ

ども、余り取り上げられず今日に至っているわけであります。父権訴訟制度の導入という

のは、片や団体訴権は民事訴訟、父権訴訟というのは日本で言ったらどうなるのか、ちょ

っとわかりませんが、しかし、少なくとも機能的にかなり類似のものなので、可能性があ

るなら検討してみたらいかがかなというふうに思います。 

 また、違法収益の吐き出し制度につきましても、組織犯罪処罰法、あるいはその関連法

規で一部類似の制度はありますけれども、まだ限られた分野のみの制度です。現実の制度

の立案設計を考えると、非常に容易ならざる課題だというふうには思います。しかし、こ

れも検討する価値は大いにあるというふうに考えております。 

 あと、全般的に、今回、国民生活センターのあるべき姿いかんということで議論してい

ますが、ここに盛り込まれていることを実施していくに当たっては、やはり相当広汎な法

改正、膨大な作業が必要になってくると思います。それを実現するためには、国民生活局

自体の体制充実ということが当然必要になってくるであろう。既に現在、消費者政策の調

整機能のほか、消費者契約法などを含む一般的な消費者政策の企画立案、それから、個人

情報の問題だったり、ＮＰＯの問題だったり、かなり限界を超えているのではないかと思

いますので、もしこういうことをやるならば、生活局の体制充実が当然必要になってくる

であろうということも付言しておきたいと思います。これは消費者行政推進会議のマター

かもしれませんけれども、一言付け加えさせていただきました。 

 以上です。 

○松本部会長 どうぞ、三木委員。 

○三木委員 ４の「被害救済機能の強化」のところですが、私、個人的には、父権訴訟や

違法収益の吐き出し制度というのは我が国でも早晩、本格的に議論をしなければいけない

課題だろうと思っております。ただ、ここでのこういう出し方がやや唐突であり、かつ、

父権訴訟と違法収益の吐き出しを並列に並べるのもどうかという気もしたりして、若干違

和感を感じるところではあります。 

 先ほど齋藤委員がおっしゃったように、こういう言葉で何を意味するのか、定義が必要

でして、それをせずに議論すると、議論しても結構なのですけれども、何か議論して、や

りましょうとか、望ましくないとかいったときに、各々が違ったものをイメージして議論
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していることになる、あるいは、結局、何もイメージする核がないということでは、幻を

議論しているようなことになりますので、慎重に扱う必要があるという気がいたします。 

 父権訴訟というのは基本的には英米法の制度で、違法収益の吐き出しというのは、どち

らかというと大陸法の制度ですけれども、父権訴訟という場合には、差止訴訟と違法収益

の吐き出しを含む金銭訴訟の両方を含むわけです。差止訴訟に関しては、国や公共団体、

あるいは国に準ずる機関が原告になる制度というのは、英米法、大陸法を通じて、かなり

の国が採用しているわけです。 

 それに対して、違法収益の吐き出しというのは、まだ持っている国は比較法的にも非常

に少なくて、制度構築を議論しようとすると、これは１年や２年で収まるかどうかわから

ないし、齋藤委員はメンバーの問題もおっしゃいましたけれども、相当専門家を入れてや

らないといけない。例えば、課徴金との関係だけ取ってみても、違法収益の吐き出し制度

がもし本格的につくられるとなると、現在の課徴金制度と並列できるのかどうかは極めて

疑問でして、場合によっては課徴金制度の廃止というようなことまでかかってくるわけで

す。勿論、吐き出したお金をどういうふうに使うのかという問題、単純に国庫に入れる仕

組みもあれば、消費者問題に限って、特定の公益団体等に寄附するような制度もあります

し、これは議論したら、ある意味で切りがない。 

 こういうことを議論するのであれば、よりハードルの低いというか、まず差止訴訟を国

民生活センターが原告となって担うということから、あるいはここを考えるべきであって、

それすらできない場合に、更にその上のいわゆる金銭の父権訴訟とか、違法収益の吐き出

し制度というのは、これはホップ・ステップを飛ばして、いきなりジャンプをするような

話になる。差止めに限っても、ここで議論がどこまでできるのかよくわかりません。 

 山本委員がおっしゃったように、団体訴訟制度を導入するときに、国民生活センターも

適格団体と並んで原告適格を要するかという話は若干あったわけです。しかし、あっとい

う間に消えてしまったし、私の記憶が正しければ、当時の国民生活センター自身がそれを

嫌がっておられたというか、そういうことを担う気はないというような御返答だったよう

に記憶しております。ですから、そういったところすら、今でもやれない、やる気がない

ということであれば、それを更に進んで、本格的な父権訴訟とか、違法収益の吐き出しと

いうのはちょっと話が遠い。 

 それ以前に、先ほど言いましたように、これは軽々に議論はしにくい。先ほど部会長が、

ほかのテーマも仮定を置いて、何か仮定が実現したらどうなるかという議論をするとおっ

しゃいました。しかし、４番に関しては、仮定を置くこと自体が難しいわけで、仮定には

かなりのバラエティーというか、かなりのバリエーションがありまして、どういう仮定を

置くかによって後の話が違ってくるので、仮定自体が置きにくいという面がある。私は反

対しているわけではないけれども、そういう問題があるということです。 

 それから、３の法執行との関係は、抽象的なあれですけれども、先ほども少し申しまし

たように、韓国の消費者院の法律を見ると、35 条１項１号で「消費者の権益に係わる制度
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と政策の研究及び建議」というのがあって、これは実際に韓国でどういう運用をされてい

るかは存じませんけれども、条文だけを見ると、政策の研究と建議が第１号に来ているわ

けです。 

 日本の方は、国民生活センター法も今、手元になくて、よくわからないのですけれども、

もし日本の国民生活センター法にこのような権限規定がないとすれば、こういうことは勿

論、研究、建議ということですから、法律の裏づけがなくてもできること、仮に現在、日

本に法律がなくても、やろうと思えばできることかもしれませんけれども、しかし、裏づ

けがあった方がやりやすいだろうというようなことで、こういうことの法律の裏づけ。 

 それから、建議はできますけれども、研究ということになると、先ほどちょっと言いま

したように、研究のための人員とか組織とかが今以上に充実していないと難しい面もある

のではないかという点を申し上げておきたいと思います。 

○松本部会長 多分、４については、書き方がちょっとまずかったかなと私自身も思いま

す。父権訴訟制度を導入すべきかどうかというのは非常に大きな課題だから、恐らく今こ

こでやるべきものではなくて、同じく違法収益もそうだし、課徴金もそうです。たとえ、

その種の制度を導入すべきだという意見が多数だとしても、では、どこが担うかというの

はまた次のステップの議論になりますから、ここで主として議論していただきたいのは、

韓国消費者院の業務の 35 条１項５号「消費者の不満処理及び被害救済」という、被害救済

という部分に対応して、もっと国民生活センターが積極的に被害救済に関与できるような

機能を与えるべきではないかということです。もしそうすべきだということになるならば、

国民生活センターが当事者として裁判を起こせるようなこともあってもいいのではないか

とか、そういう観点です。 

○三木委員 そういうことであれば、先ほどの繰り返しになりますけれども、現在の仕組

みの上に立ってできることとしては、既に導入されており、これからも導入されていく団

体訴訟制度の原告団体の１つとして考えてはどうかというのが意見です。 

○松本部会長 では、先に沢田委員。 

○沢田委員 今のお話は全くおっしゃるとおりだと思います。遠大な構想だと思いますし、

軽々に議論できることでもないので、私はむしろ４の話は、政策立案に向けた分析力の強

化というところに結び付けて考えたいと思います。先ほども申し上げました情報の活用と

いう意味では、３つぐらいフェーズが考えられます。１つはマクロデータですね、全体の

傾向の分析。２つ目が事業者名も含めた緊急情報の公表。３つ目はミクロだと思います。

一つひとつの苦情がどんな経過をたどっていくか、消費者センター等が入った場合に、ど

こまではやれて、どこで限界に達するかということを舐めるように追っていっていただく

というのも機能の１つかと思います。 

 そうやって考えたときに、恐らく今の日本の消費者保護制度の中で欠けている部分がこ

こ民事救済のところではないかと私は思っています。そういった政策提言のようなもの。

そういう仕組みが必要だといったようなことを国民生活センターの方から、情報を持って
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いる立場から声を上げていただくというふうに考えていただきたいなと思いました。 

 以上です。 

○松本部会長 どうぞ、岡田委員。 

○岡田委員 ５の「消費生活センター等とのネットワークの中核的な機関」ですが、今、

国民生活センターと全国の消費生活センターとの連携というと、ＰＩＯ－ＮＥＴは別とし

て、あとは研修ぐらいなのです。研修は大変回数が多く、中身もすごく充実していまして、

３日間ぐらいのものあれば、１日、２日というのもあります。昔の研修では、参加者間の

意見交換の場があって、それが相談員にとっては役に立ちました。今は専ら研修の科目を

クリアするので精いっぱいという感じですし、最近は地方でも研修を実施されているので、

研修の効果は充実しているように思います。でも意見交換の方も充実させていただきたい

と思います。 

 あと、できるかできないかわからないのですが、地方と国民生活センターの相談員の交

換というのでしょうか、国民生活センターの相談員が地方に出向するとか、地方の相談員

が国民生活センターに出向するとか、何かそういうことがあることによって、地方の相談

員は地元に帰ったときに国民生活センターでの経験が活用できるし、国民生活センターの

相談員は地方の状況がわかるという効果が期待できます。そういうことも是非検討してい

ただければ、もっとパイプが太くなるのではないかと考えます。 

 厳しいことを申し上げるようですが、地方のセンターは国民生活センターをよりどころ

にしたいのに、その期待に国民センターは答えていないということを聞くことが多くなり

ました。地方が何を期待しているかを是非綿密に調査していただきたいのです。 

 国民生活センターにとって地方の消費生活センターはいわば手であり足であります。地

方の消費生活センターを有効に活用するためにも、地方の消費生活センターが充実するこ

とが必要です。また、消費生活センターが充実するためには、国民生活センターが充実す

ることではないでしょうか。 

○松本部会長 吉岡委員。 

○吉岡委員 ４の被害救済の件なのですが、今、部会長はちょっとトーンダウンしたよう

な話をされていましたが、弁護士のサイドから言うと、是非この父権訴訟と違法利益吐き

出しなどを含む被害救済のための役割を担う組織をつくっていただきたい。１つは、少額

事件のときには言うまでもなく、例えば、30 万の被害に遭ったときに、弁護士に相談に行

ったら 30 万よこせと言われてしまった。これではそもそも訴えも起こせない。 

 一方、多額の、例えば 1,000 万を悪徳商法でだまされたというときに、裁判をやって 1,

000 万を仮に回収できたとしても、いつも我々弁護士が忸怩たる思いというのか、疑問に

感じるのは、今、悪徳会社から払われたこの 1,000 万はどこから出てきた 1,000 万なのだ

ろうと考えると、新たな被害を生み出して、Ａさんに払う 1,000 万はＢさんからだまし取

ったお金が回っていく。私たち弁護士としては、そういう悪徳商法をつぶしていかなけれ

ばいけないという社会的使命を持っているときに、対依頼者との関係では、依頼者のため
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に抜け駆け的に被害救済を図らなければいけないという、そういう矛盾を抱えながら裁判

をやっていなければいけないのです。 

 どうしたらいいのかというと、やはり悪徳商法は早目につぶす。早目につぶしたときに、

悪徳商法が持っている資産を平等に被害者に分配する。その被害分配が２割であろうが５

割であろうが、それが一番正しい解決なのではないか。それが気のきいた人だけ、つまり、

弁護士にルートを持っている人だけが抜け駆け的に被害救済されて、そうでない人たちは

被害回復がゼロだと、こういうふうになってしまう問題をどう処理していったらいいんだ

ろうか、解決していったらいいのだろうかというときに、こういう父権訴訟みたいなもの

があって、それから、違法吐き出しがあって、もっとその手前では資産を凍結する権限を

持たせて、それでつぶして、みんなに公平に分配していくと、こういう制度が是非欲しい

わけです。大型事件の場合には弁護士を頼めるからいいではないかではなくて、大型事件

でも、それはかえって不公平な処理になってしまうということ。それから、そもそも弁護

士に頼んだり、訴えを起こしたりする声を上げる消費者というのはごくまれであるという

ことです。それが被害拡大につながってしまうという観点からすると、４の書き方で私は

いいのではないかと思っています。 

○松本部会長 そういう制度が必要かどうかというのは十分議論する余地があると思いま

すし、私自身も個人的には必要だと思いますが、その上で、担い手としてどこがいいのか

というのはもう一つ別の議論であろう。公正取引委員会がやるべきだという考えもあるだ

ろうし、適格消費者団体にやらせてもいいではないか、国民生活センターでもいいではな

いか、ほかにも考えられるかもしれないという形ですから、議論としては２段階になるの

ではないかということです。１段階で議論しようと思うと、今までの国民生活センターは

相談とかはやっている。情報提供もやっている。それで今度、ＡＤＲはやる、これはしか

し、第三者的な立場でやる。もう少し当事者的な感じで関与して、救済ができるような機

能も与えた方がいいのではないかというふうに問題をやや一般化すれば、ここの論点には

乗りやすいのではないかということで、当事者として救済に関与できるやり方として、で

は、どういうのがあるだろうかねという感じで議論をしていただければと思います。 

 あと、国際的な連携などというのも４ページで残っていまして、沢田委員から、先ほど

一言ありましたが、どうぞ。 

○沢田委員 「国際会議への出席」というのは、余りにシャビーな目標ではないかと、あ

んまりではないかと思っただけです。国際的な連携は当然必要ですが、そのために何をす

べきか、もう少し欲しいなというところでございます。 

 以上です。 

○佐野委員 質問なのですが、国民生活センターはＣＩから抜けました。なぜ抜けてしま

ったのかという理由を以前も伺ったことがあるのですけれども、明確なお答えをいただけ

なかった。それを知りたいのと、ＩＣＰＥＮというところに今、入っていらっしゃるので

すが、私が知っている限りでは、ほかの国内の機関も参加しているとのことです。できた
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ら、国民生活センターは消費者のために、ＣＩの方に入っていただいて、もっといろいろ

な海外の情報を提供していただきたいなと思います。 

○田口国民生活センター理事 従来、ＣＩの会議には、国民生活センターも政府関係機関

会員という立場で参加しておりましたが、ＣＩは、基本的に消費者団体の集まりというこ

とでございますので、国民生活センターがＣＩにどう関与するのかという点がひとつあろ

うかと思います。国際会議への対応に人員や予算がなかなか割けないという中で、ＣＩへ

の出席はとりやめざるを得なかったと聞いております。 

 それから、ＩＣＰＥＮは、消費者保護に係わる法執行機関の国際的な集まりでございま

すが、基本的に法執行に生かすための情報の集約とクロスボーダーの紛争への国際的な対

応といったような観点から、国民生活センターにおいても関与していく必要があるという

ことで、年に２回程度開かれておりますが、その会議には担当者が出席をしているという

状況でございます。何分にも国際会議の対応に従事しております職員、専任はおりません

で、１人の職員が他のいろいろな業務と合わせて実施している状況であり、ＩＣＰＥＮに

加えてＣＩに再びというのは、人員、予算等の観点から極めて厳しい状況にございます。 

○佐野委員 ＩＣＰＥＮには国民生活センターではないほかの行政の方も行っていらっし

ゃる。そちらから情報を提供していただいて、国民生活センターはＣＩに行くようにはで

きないものなのでしょうか。みんなで同じところに行くのではなくて、違うところに参加

して、お互いに情報を流すというやり方の方が合理的ではないかと思います。 

○松本部会長 これは論点として残しておくことにしまして、ほかに、全体を通じまして

でもいいですし、今のところでもいいですから、何か言い残したこととかありますか。ま

だ次回、もう一度やりますから、これで終わりではございませんが。はい、どうぞ。 

○齋藤（憲）委員 部会長メモなので、質問をします。３ページの法執行等との関係で、

立入調査権の法執行機能について最初に申し上げました。部会長の思いとしては、今、既

存の行政官庁が立入権限を持っている部分をどこか別部門に移すというのか、それとも空

白領域があるのではないかという思いなのか。どちらなのでしょうか。 

○松本部会長 いろいろ考えられると思いますが、例えば、自由民主党の消費者問題調査

会が出している中間取りまとめでは、ちょうどエアポケットになっている問題については、

新しくできる官庁に規制権限を与えるべきだということも書かれていますから、そういう

ことになってくると、当然調査等が必要になってくるということで、その執行面における

実際の機能を担うというような役割を与えるということも考えられないではない。あるい

は、そういうのは直接担当する官庁がやればいいのだということになるかもしれない。 

 他方、法執行ではないけれども、例えば、政策提案をするというような場合に、事実に

基づいて行わなければならないということになると、苦情等を基にして調査、立入りがで

きるという権限が与えられれば、規制に直接つながらないけれども、政策提案に対する重

みは出てくるだろうということがあると思いますから、そういう幾つかの意味を込めて、

立入調査的なものというのを入れているわけです。 
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○齋藤（憲）委員 今、具体的にこういう場面があるではないかということではなくて、

今後、空白領域があった場合に、というイメージですか。 

○松本部会長 非常に一般論的でありまして、空白領域についてどうするかというのは、

当部会ではなくて、もっとほかの機関で考えるべきことなので、むしろ政策提言につなげ

るとか、あるいは情報提供につなげるという観点からの調査権限という方が、より議論の

流れとしてはすっきりするかなというふうに現在思っております。 

 はい、どうぞ。 

○吉岡委員 一言ですが、大体、悪徳商法などをやっている業者というのはうそをつくん

ですね。ですから、報告を求めたり、情報提供を求めたりするだけでは、ほとんどいいよ

うにいなされてしまう。そのときに立入調査権があるかないかによって、なめられ方が違

うというところがあるのだろうと思うので、正確な情報収集をして調査をしていく前提と

して、こういう立入調査権というのがあるよということでなければ機能しないという意味

で、是非必要なことだろうと考えております。 

○松本部会長 ほかに特にございませんようでしたら、本日は予定の時間を若干超過して

おりますし、もともと長時間ということで大変お疲れだと思いますから、この辺で終えて

いただきまして、今までの議論につきましては事務局の方で整理をしていただき、次回ま

た全体についてもう一度議論をしたいと思います。 

 最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。 

○山崎課長補佐 次回の部会につきましては、また日程等を改めて事務局からお伝えいた

します。 

○松本部会長 それでは、２時間 40 分近く御議論いただきまして、誠にありがとうござい

ました。 
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